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１ 統計調査の審査状況 
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１ 指定統計調査の承認 

指定統計調査の名称 承認年月日 承 認 事 項 の 主 な 変 更 申 請 者

毎月勤労統計調査 20.3.5 ○ 日本標準産業分類の改定（平成 19年 11月
6日付け総務省告示第 618号）に伴い、「調査
の範囲」についての表記を改める。 

  なお、調査内容に変更はない。 

厚生労働大臣

賃金構造基本統計

調査 

20.3.5 ○ 日本標準産業分類の改定（平成 19年 11月
6日付け総務省告示第 618号）に伴い、「調査
の範囲」及び「調査事項」（調査票様式）につ

いての表記を改める。 
   なお、調査内容に変更はない。 

厚生労働大臣

農業経営統計調査 20.3.12 ○ 「内閣府設置法」及び「内閣府本府組織令」

の規定に基づき、「沖縄総合事務局組織規則の

一部を改正する内閣府令」の施行に伴い、「沖

縄総合事務局統計・情報センター」を「沖縄

総合事務局農林水産統計センター」に改める。 
  なお、調査内容に変更はない。 

農林水産大臣

経済産業省企業活

動基本調査 
20.3.17 ○ 平成 19年 11月の日本標準産業分類の改定

を踏まえ、調査対象業種を新分類に改める。 
○ 平成 18年 11月 10日の「諮問第 312号の
答申 経済産業省企業活動基本調査の改正に

ついて」を踏まえ、調査事項を削除する。 
①「10 事業の外注状況」の項目の削除 
②「11 バイオテクノロジーの利用形態」の
項目を削除 

○ 調査系統の変更 
調査を民間委託するため、調査票の配布・

収集・審査を経済産業局長から経済産業大臣

に変更 

経済産業大臣
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２ 承認統計調査の承認 

承 認 番 号 承認年月日 統 計 調 査 の 名 称 申 請 者

No.27211 

（旧 No.25979) 
H20.3.6 

体力・運動能力調査 

（新体力テスト（６歳～１１歳）記録用紙） 
文部科学大臣 

No.27212 

（旧 No.25980) 
H20.3.6 

体力・運動能力調査 

（新体力テスト（１２歳～１９歳）記録用紙） 
文部科学大臣 

No.27213 

（旧 No.25981) 
H20.3.6 

体力・運動能力調査 

（新体力テスト（２０歳～６４歳）記録用紙） 
文部科学大臣 

No.27214 

（旧 No.25982) 
H20.3.6 

体力・運動能力調査 

（新体力テスト（６５歳～７９歳）記録用紙） 
文部科学大臣 

No.27215 

（旧 No.26404) 
H20.3.6 

子どもの学習費調査 

（保護者調査票（第１回）） 
文部科学大臣 

No.27216 

（旧 No.26405) 
H20.3.6 

子どもの学習費調査 

（保護者調査票（第２回）） 
文部科学大臣 

No.27217 

（旧 No.26406) 
H20.3.6 

子どもの学習費調査 

（保護者調査票（第３回）） 
文部科学大臣 

No.27218 

（旧 No.26407) 
H20.3.6 

子どもの学習費調査 

（学校調査票） 
文部科学大臣 

No.27219 

（旧 No.27026) 
H20.3.6 

国際比較プログラム（ＯＥＣＤ２００８年ラウンド「輸

送・レストラン・ホテル」調査）に関する小売物価調査 

（国際比較プログラム（ＯＥＣＤ２００８ラウンド輸送・

レストラン・ホテル調査）に関する小売物価調査調査票） 

総務大臣 

No.27220 

（旧 No.26408) 
H20.3.10 

油糧生産実績調査 

（油糧生産実績調査票） 
農林水産大臣 

No.27221 

（旧 No.26409) 
H20.3.10 

油糧生産実績調査 

（製油企業実態調査票） 
農林水産大臣 

No.27222 

（旧 No.26846) 
H20.3.11 

平成２０年労使関係総合調査 

（労働組合基礎調査票） 
厚生労働大臣 

No.27223 

（旧 No.26847) 
H20.3.11 

平成２０年労使関係総合調査 

（労働組合実態調査票） 
厚生労働大臣 

No.27224 

（旧 No.     ) 
H20.3.11 

平成２０年障害福祉サービス等経営実態調査 

（平成２０年障害福祉サービス等経営実態調査 法人全

体票） 

厚生労働大臣 

No.27225 

（旧 No.     ) 
H20.3.11 

平成２０年障害福祉サービス等経営実態調査 

（平成２０年障害福祉サービス等経営実態調査 個別票） 
厚生労働大臣 

No.27226 

（旧 No.     ) 
H20.3.11 

平成２０年障害福祉サービス等経営実態調査 

（平成２０年障害福祉サービス等経営実態調査 訪問介

護票） 

厚生労働大臣 

No.27227 

（旧 No.26413) 
H20.3.13 

林業経営統計調査 

（林業経営日誌） 
農林水産大臣 
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No.27228 

（旧 No.26414) 
H20.3.13 

林業経営統計調査 

（林業経営台帳） 
農林水産大臣 

No.27229 

（旧 No.26415) 
H20.3.13 

林業経営統計調査 

（栽培きのこ経営日誌） 
農林水産大臣 

No.27230 

（旧 No.26416) 
H20.3.13 

林業経営統計調査 

（栽培きのこ経営台帳） 
農林水産大臣 

No.27231 

（旧 No.25968) 
H20.3.13 

介護事業経営実態調査 

（介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護事業所票） 

厚生労働大臣 

No.27232 

（旧 No.25969) 
H20.3.13 

介護事業経営実態調査 

（介護老人保健施設票） 
厚生労働大臣 

No.27233 

（旧 No.25970) 
H20.3.13 

介護事業経営実態調査 

（介護療養型医療施設（病院）票） 
厚生労働大臣 

No.27234 

（旧 No.25971) 
H20.3.13 

介護事業経営実態調査 

（介護療養型医療施設（診療所）票） 
厚生労働大臣 

No.27235 

（旧 No.25973) 
H20.3.13 

介護事業経営実態調査 

（居宅サービス・地域密着型サービス事業所（介護予防含

む）（福祉関係）票） 

厚生労働大臣 

No.27236 

（旧 No.25974) 
H20.3.13 

介護事業経営実態調査 

（居宅サービス・地域密着型サービス事業所（介護予防含

む）（医療機関）票） 

厚生労働大臣 

No.27237 

（旧 No.25972) 
H20.3.13 

介護事業経営実態調査 

（訪問看護ステーション（介護予防含む）票） 
厚生労働大臣 

No.27238 

（旧 No.25976) 
H20.3.13 

介護事業経営実態調査 

（認知症対応型共同生活介護事業所（介護予防含む）（医

療法人以外）票） 

厚生労働大臣 

No.27239 

（旧 No.25975) 
H20.3.13 

介護事業経営実態調査 

（認知症対応型共同生活介護事業所（介護予防含む）（医

療法人）票） 

厚生労働大臣 

No.27240 

（旧 No.25978) 
H20.3.13 

介護事業経営実態調査 

（特定施設入居者生活介護事業所・地域密着型特定施設入

居者生活介護事業所（ケアハウス等）票） 

厚生労働大臣 

No.27241 

（旧 No.25977) 
H20.3.13 

介護事業経営実態調査 

（特定施設入居者生活介護事業所・地域密着型特定施設入

居者生活介護事業所（有料老人ホーム等）票） 

厚生労働大臣 

No.27242 

（旧 No.     ) 
H20.3.13 

介護事業経営実態調査 

（福祉用具貸与事業所（介護予防含む）票） 
厚生労働大臣 

No.27243 

（旧 No.26821) 
H20.3.17 

社会保障生計調査 

（社会保障生計調査 家計簿） 
厚生労働大臣 
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No.27244 

（旧 No.26828) 
H20.3.19 

最低賃金に関する実態調査 

（賃金改定状況調査票） 
厚生労働大臣 

No.27245 

（旧 No.26829) 
H20.3.19 

最低賃金に関する実態調査 

（最低賃金に関する基礎調査票） 
厚生労働大臣 

No.27246 

（旧 No.     ) 
H20.3.19 

訪日外国人旅行者の受入れに関する意識調査 

（訪日外国人旅行者の受入れに関する意識調査調査票（宿

泊業者）） 

総務大臣 

No.27247 

（旧 No.     ) 
H20.3.19 

訪日外国人旅行者の受入れに関する意識調査 

（訪日外国人旅行者の受入れに関する意識調査調査票（旅

行業者）） 

総務大臣 

No.27248 

（旧 No.     ) 
H20.3.19 

訪日外国人旅行者の受入れに関する意識調査 

（訪日外国人旅行者の受入れに関する意識調査調査票（交

通事業者等）） 

総務大臣 

No.27249 

（旧 No.     ) 
H20.3.19 

訪日外国人旅行者の受入れに関する意識調査 

（訪日外国人旅行者の受入れに関する意識調査調査票（ビ

ジット・ジャパン案内所）） 

総務大臣 

No.27250 

（旧 No.     ) 
H20.3.19 

平成２１年経済センサスー基礎調査第２次試験調査 

（平成２１年経済センサスー基礎調査第２次試験調査調

査票Ａ） 

総務大臣 

No.27251 

（旧 No.     ) 
H20.3.19 

平成２１年経済センサスー基礎調査第２次試験調査 

（平成２１年経済センサスー基礎調査第２次試験調査調

査票Ｂ） 

総務大臣 

No.27252 

（旧 No.     ) 
H20.3.19 

平成２１年経済センサスー基礎調査第２次試験調査 

（平成２１年経済センサスー基礎調査第２次試験調査本

社等確認票） 

総務大臣 

No.27253 

（旧 No.26464) 
H20.3.24 

石油設備調査 

（設備調査票） 

資源エネルギ

ー庁長官 

No.27254 

（旧 No.26810) 
H20.3.24 

米穀の流通・消費等動態調査 

（品種別作付面積に関する調査票） 
農林水産大臣 

No.27255 

（旧 No.26811) 
H20.3.26 

出所受刑者に対する処遇効果に関する意識調査 

（社会生活に関するアンケート） 
法務大臣 

No.27256 

（旧 No.26467) 
H20.3.26 

景気ウォッチャー調査 

（景気ウォッチャー調査票） 
内閣総理大臣 

No.27257 

（旧 No.23344) 
H20.3.31 

平成２２年国勢調査第２次試験調査 

（平成２２年国勢調査第２次試験調査調査票 甲） 
総務大臣 

No.27258 

（旧 No.23344) 
H20.3.31 

平成２２年国勢調査第２次試験調査 

（平成２２年国勢調査第２次試験調査調査票 乙） 
総務大臣 

No.27259 

（旧 No.23345) 
H20.3.31 

平成２２年国勢調査第２次試験調査 

（平成２２年国勢調査第２次試験調査世帯アンケート甲） 
総務大臣 
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No.27260 

（旧 No.23346) 
H20.3.31 

平成２２年国勢調査第２次試験調査 

（平成２２年国勢調査第２次試験調査世帯アンケート乙） 
総務大臣 

 



 －8－

３ 届出統計調査の受理 

（1） 新 規 

整 理 番 号 受理年月日 統 計 調 査 の 名 称 届 出 者 

108007 H20.3.13 平成２０年度障害のある人の生活と福祉に関する調査 滋賀県知事 

108008 H20.3.19 訪日外国人旅行者の受入れに関する意識調査 総務大臣 

108009 H20.3.24 
平成２０年度生活習慣病予防支援システムに伴う生活習慣

アンケート調査 
岩手県知事 

108010 H20.3.28 民間企業における役員報酬（給与）等調査 人事院総裁 

 

（2） 変 更 

整 理 番 号 受理年月日 統 計 調 査 の 名 称 届 出 者 

208009 H20.3.4 卒業後の状況調査付帯調査 鹿児島県知事

208010 H20.3.4 新規学卒者実態調査 大分県知事 

208011 H20.3.4 ひとり暮らし高齢者基礎調査 群馬県知事 

208012 H20.3.11 鳥取県企業経営者見通し調査 鳥取県知事 

208013 H20.3.28 職種別民間給与実態調査 人事院総裁 

208014 H20.3.31 国民健康保険事業月報等 厚生労働大臣

208015 H20.3.31 石川県労働力調査 石川県知事 

208016 H20.3.31 鳥取県鉱工業生産動態調査 鳥取県知事 

 

（3） 中 止 

整 理 番 号 受理年月日 統 計 調 査 の 名 称 届 出 者 

308001 H20.3.13 身体障害児・者福祉施策基礎調査 滋賀県知事 
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指定統計調査の承認 

【調査名】 毎月勤労統計調査 

【承認年月日】 平成２０年３月５日 

【指定番号】 ７ 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部雇用統計課 

【目 的】 この調査は，全国調査，地方調査及び特別調査の３種類から成り，雇用，給与及び労働時間につい

て，全国調査にあってはその全国的変動を，地方調査にあってはその都道府県別の変動を毎月明らかに

することを目的とし，特別調査はこれらを補完することを目的とする． 

【沿 革】 この種の調査は戦前から行われていたが，現在の毎月勤労統計調査の基礎が確立したのは，昭和２５

年１月に標本調査法が導入された時点である。昭和２６年４月には，都道府県別に行っていた「毎月賃

金統計調査」を本調査に「毎月勤労統計調査地方調査」として吸収した。さらに，昭和３２年には調査

対象となる事業所の最低規模を下げることによって零細規模事業所にまで調査範囲を拡大した。また，

平成２年には，従来の甲調査と乙調査を結合し，全国調査の調査体系を５人以上に統一し，地方調査も

５人以上の事業所へと拡充するとともに，５から２９人事業所の抽出方法を変更する等の改正を行っ

た。 

【調査の構成】 １－毎月勤労統計調査全国調査票（第１種事業所用），２－毎月勤労統計調査全国調査票（第２

種事業所用），３－毎月勤労統計調査地方調査票（第１種事業所用），４－毎月勤労統計調査地方

調査票（第２種事業所用），５－毎月勤労統計調査特別調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）全国調査 調査月の翌々月１０日までに主要なものは

「毎月勤労統計調査全国調査結果速報」として，詳細な事項は「毎月勤労統計調査全国調査結果報

告」として公表． 地方調査 調査月の翌々月中に主要なものは「毎月勤労統計調査地方調査結果

速報」として，その他の集計事項は集計完了次第公表する．また，とりまとめた結果を「毎月勤労

統計調査地方調査結果報告」として公表． 特別調査 「毎月勤労統計調査特別調査結果報告」と

して，調査を実施した年内に公表する． （表章）全国，地方調査は都道府県 

※ 

【調査票名】 １－毎月勤労統計調査全国調査票（第１種事業所用） 
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【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）鉱業，採石業，砂利採取業，建設業，製造業，電気・

ガス・熱供給・水道業，情報通信業，運輸業，郵便業，卸売業，小売業，金融業，保険業，不動産

業，物品賃貸業，学術研究，専門・技術サービス業，宿泊業，飲食サービス業，生活関連サービス

業，娯楽業（その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。），教育，学習支援業，

医療，福祉，複合サービス事業，サービス業（他に分類されないもの）（外国公務を除く。）に属

し，常時３０人以上の常用労働者を雇用する民営，公営の事業所 （抽出枠）事業所・企業統計調

査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１７，０００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 

（把握時）月末（給与締切日の定めがある場合において，毎月最終給与締切日）現在 （系統）厚

生労働省→都道府県→報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月末 

【調査事項】 主要な生産品の名称又は主な事業の内容，調査期間，操業日数，企業の全労働者数，性別，常用

労働者の労働者数及びうちパートタイム労働者数，出勤日数，実労働時間数，現金給与額 

※ 

【調査票名】 ２－毎月勤労統計調査全国調査票（第２種事業所用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）鉱業，採石業，砂利採取業，建設業，製造業，電気・

ガス・熱供給・水道業，情報通信業，運輸業，郵便業，卸売業，小売業，金融業，保険業，不動産

業，物品賃貸業，学術研究，専門・技術サービス業，宿泊業，飲食サービス業，生活関連サービス

業，娯楽業（その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。），教育，学習支援業，

医療，福祉，複合サービス事業，サービス業（他に分類されないもの）（外国公務を除く。）に属

し５人以上２９人以下の常用労働者を雇用する民営，公営の事業所 （抽出枠）事業所・企業統計

調査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１６，５００ （配布）調査員 （取集）調査員 （記入）他

計 （把握時）月末（給与締切日の定めがある場合において，毎月最終給与締切日）現在 （系

統）厚生労働省→都道府県→調査員→報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月末 
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【調査事項】 主な生産品の名称又は主な事業の内容，調査期間，操業日数，企業の全労働者数，性別，常用労

働者の労働者数及びうちパートタイム労働者数，出勤日数，実労働時間数，現金給与額 

※ 

【調査票名】 ３－毎月勤労統計調査地方調査票（第１種事業所用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）鉱業，採石業，砂利採取業，建設業，製造業，電気・

ガス・熱供給・水道業，情報通信業，運輸業，郵便業，卸売業，小売業，金融業，保険業，不動産

業，物品賃貸業，学術研究，専門・技術サービス業，宿泊業，飲食サービス業，生活関連サービス

業，娯楽業（その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。），教育，学習支援業，

医療，福祉，複合サービス事業，サービス業（他に分類されないもの）（外国公務を除く。）に属

し，常時３０人以上の常用労働者を雇用する民営，公営の事業所 （抽出枠）事業所・企業統計調

査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２１，５００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 

（把握時）月末（給与締切日の定めがある場合において，毎月最終締切日）現在 （系統）厚生労

働省→都道府県→報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月末 

【調査事項】 主な生産品の名称又は主な事業の内容，企業の全労働者数，性別，常用労働者の労働者数及びう

ちパートタイム労働者数，出勤日数，実労働時間数，現金給与額 

※ 

【調査票名】 ４－毎月勤労統計調査地方調査票（第２種事業所用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）鉱業，採石業，砂利採取業，建設業，製造業，電気・

ガス・熱供給・水道業，情報通信業，運輸業，郵便業，卸売業，小売業，金融業，保険業，不動産

業，物品賃貸業，学術研究，専門・技術サービス業，宿泊業，飲食サービス業，生活関連サービス

業，娯楽業（その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。），教育，学習支援業，

医療，福祉，複合サービス事業，サービス業（他に分類されないもの）（外国公務を除く。）に属

し，常時５人以上２９人以下の常用労働者を雇用する民営，公営の事業所 （抽出枠）事業所・企

業統計調査 
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【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２２，０００ （配布）調査員 （取集）調査員 （記入）他

計 （把握時）月末（給与締切日の定めがある場合において，毎月最終締切日）現在 （系統）厚

生労働省→都道府県→調査員→報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月末 

【調査事項】 主な生産品の名称又は主な事業の内容，調査期間，操業日数，企業の全労働者数，性別，常用労

働者の労働者数及びうちパートタイム労働者数，出勤日数，実労働時間数，現金給与額 

※ 

【調査票名】 ５－毎月勤労統計調査特別調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）鉱業，採石業，砂利採取業，建設業，製造業，電気・

ガス・熱供給・水道業，情報通信業，運輸業，郵便業，卸売業，小売業，金融業，保険業，不動産

業，物品賃貸業，学術研究，専門・技術サービス業，宿泊業，飲食サービス業，生活関連サービス

業，娯楽業（その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。），教育，学習支援業，

医療，福祉，複合サービス事業，サービス業（他に分類されないもの）（外国公務を除く。）に属

し，常用労働者を１人以上４人以下雇用する民営，公営の事業所 （抽出枠）事業所・企業統計調

査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７７，４００ （配布）調査員 （取集）調査員 （記入）他

計 （把握時）調査日現在 （系統）厚生労働省→都道府県→調査員→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月３１日 

【調査事項】 主な生産品の名称又は主な事業の内容，調査期間，企業の全労働者数，常用労働者の数，通勤・

住み込みの別，家族労働者であるかどうかの別，年齢，勤続年数，出勤日数，実労働時間数，現金

給与額 
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【調査名】 賃金構造基本統計調査 

【承認年月日】 平成２０年３月５日 

【指定番号】 ９４ 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部賃金福祉統計課 

【目 的】 主要産業に雇用される労働者について，その賃金の実態を雇用形態，就業形態，職種，性，年齢，学

歴，勤続年数，経験年数別等に明らかにする。 

【沿 革】 この調査は昭和３３年から昭和３５年まで３回にわたり，賃金構造基本調査として実施していたもの

を，昭和３６年に拡大し，名称を賃金実態総合調査に変更したが，昭和３９年以降現行名称に改め，昭

和３９年，昭和４２年，昭和４５年，昭和４８年，昭和５１年及び昭和５４年の順に３年ごとに大規模

調査を，その他の年には小規模調査を行った。昭和５７年には各年のサンプル数を平準化し，中規模調

査とし，昭和６０年には営業用大型貨物自動車運転者，営業用普通・小型貨物自動車運転者の２職種を

対象に追加し，また，昭和６２年には男女雇用機会均等法の施行に伴い，女子大卒業者（技術系）等の

採用人員，初任給額が追加された。さらに，平成１３年には，介護保険法の施行に伴う介護支援専門員

等の新しい職種の追加や労働者数の少なくなった職種の廃止等を行い，平成１６年には，常用労働者に

該当しない労働者についての調査の実施等を行っている。 

【調査の構成】 １－事業所票，２－個人票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（統計センター委託・機械集計） （公表）「初任給の概況」（当年１１

月），「都道府県別速報」（翌年２月），「賃金構造基本統計調査の概況」（３月），「賃金構造

基本統計調査報告」（毎年７月厚生労働省大臣官房統計情報部発行）及びＨＰに掲載。 （表章）

全国，都道府県 

※ 

【調査票名】 １－事業所票 

【調査対象】 （地域）全国（ただし，北海道，東京都，長崎県，鹿児島県，沖縄県の一部地域を除く） （単

位）事業所 （属性）鉱業，採石業，砂利採取業，建設業，製造業，電気・ガス・熱供給・水道

業，情報通信業，運輸業，郵便業，卸売業，小売業，金融業，保険業，不動産業，物品賃貸業，学

術研究，専門・技術サービス業，宿泊業，飲食サービス業，生活関連サービス業，娯楽業（その他
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の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。），教育，学習支援業，医療，福祉，複合サ

ービス事業，サービス業（他に分類されないもの）（外国公務を除く。）に属する常用労働者１０

人以上を雇用する事業所及び常用労働者５人以上９人以下を雇用する事業所。 （抽出枠）事業

所・企業統計調査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７８，０００ （配布）調査員 （取集）調査員 （記入）自

計 （把握時）毎年６月３０日現在 （系統）厚生労働省→都道府県労働局→労働基準監督署→調

査員→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）７月１日～３１日 

【調査事項】 １．事業所の名称及び所在地，２．主要な生産品の名称又は事業の内容，３．事業所の雇用形態

別労働者数，４．企業全体の常用労働者数，５．新規学卒者の初任給額及び採用人員（民営の事業

所に限る。） 

※ 

【調査票名】 ２－個人票 

【調査対象】 （地域）全国（ただし，北海道，東京都，長崎県，鹿児島県，沖縄県の一部地域を除く） （単

位）個人 （属性）鉱業，採石業，砂利採取業，建設業，製造業，電気・ガス・熱供給・水道業，

情報通信業，運輸業，郵便業，卸売業，小売業，金融業，保険業，不動産業，物品賃貸業，学術研

究，専門・技術サービス業，宿泊業，飲食サービス業，生活関連サービス業，娯楽業（その他の生

活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。），教育，学習支援業，医療，福祉，複合サービ

ス事業，サービス業（他に分類されないもの）（外国公務を除く。）に属する常用労働者１０人以

上を雇用する事業所及び常用労働者５人以上９人以下を雇用する事業所に雇用される常用労働者。 

（抽出枠）事業所・企業統計調査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，６８０，０００ （配布）調査員 （取集）調査員 （記

入）自計 （把握時）毎年６月３０日現在 （系統）厚生労働省→都道府県労働局→労働基準監督

署→調査員→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）７月１日～３１日 

【調査事項】 １．労働者の番号又は氏名，２．性，３．労働者の種類，４．雇用形態，５．就業形態，６．最
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終学歴，７．年齢，８．勤続年数，９．役職又は職種，１０．経験年数，１１．実労働日数，１

２．所定内実労働時間数，１３．超過実労働時間数，１４．きまって支給する現金給与額，１５．

超過労働給与額，１６．通勤手当，１７．精皆勤手当，１８．家族手当，１９．昨年１年間の賞

与，期末手当等特別給与額等 
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【調査名】 農業経営統計調査 

【承認年月日】 平成２０年３月１２日 

【指定番号】 １１９ 

【実施機関】 農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課 

【目 的】 農業経営体の経営及び農産物の生産費の実態を明らかにし，農業行政の基礎資料を整備する。 

【沿 革】 従来の農家経済調査（指定統計第３６号）及び米生産費統計調査（指定統計第１００号）並びに米以

外の農産物，畜産物及び繭の生産費調査（承認統計）を整理・統合し，新たに指定統計として指定さ

れ，平成６年７月から調査を実施している。その後，家計費に係る調査の家計調査（指定統計第５６

号）への一元化に伴い，本調査から家計収支の実態を明らかにする部分が削除されるとともに，自給的

農家が調査対象から除外され，平成１２年１月から適用されている。また，平成１８年１月から，農家

以外の農業経営体（組織経営体）のうち，会社や法人組織経営について自計による郵送調査（郵送回

収）を導入した。 

【調査の構成】 １－現金出納帳，２－作業日誌，３－経営台帳 

【集計・公表】 （集計）地方集計（機械集計） （公表）月次統計については「農林水産統計速報」（調査終了

後６０日以内），その他の統計については「農業経営統計調査報告」（年刊，調査終了後１年以

内） （表章）都道府県 

※ 

【調査票名】 １－現金出納帳 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）農業経営体 （属性）２００５年農林業センサスで規定する「農業経営

体」のうち農産物の販売を目的とする経営体 （抽出枠）農林業センサス 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８，８７３ （配布）職員 （取集）郵送・職員 （記入）自

計 （把握時）月末現在 （系統）農林水産省→地方農政局→地方農政事務所→統計・情報センタ

ー→報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月 

【調査事項】 １．収入・支出（農業経営に係る贈り物・もらい物を含む。），２．家計または農業生産関連事

業に使った生産物，３．農外収支，４．事業外収入，５．事業外支出 



 - 19 -

※ 

【調査票名】 ２－作業日誌 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）農業経営体 （属性）２００５年農林業センサスで規定する「農業経営

体」のうち農産物の販売を目的とする経営体 （抽出枠）農林業センサス 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８，８７３ （配布）職員 （取集）郵送・職員 （記入）自

計 （把握時）月末現在 （系統）農林水産省→地方農政局→地方農政事務所→統計・情報センタ

ー→報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月 

【調査事項】 １．作業区分，作業者名，１日当たり標準労働時間，作業日，２．作物・季節区分，作業内容，

男女別等労働時間，３．生産費に使用した資材 

※ 

【調査票名】 ３－経営台帳 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）農業経営体 （属性）２００５年農林業センサスで規定する「農業経営

体」のうち農産物の販売を目的とする経営体 （抽出枠）農林業センサス 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８，８７３ （配布）職員 （取集）郵送・職員 （記入）他

計 （把握時）年末現在 （系統）農林水産省→地方農政局→地方農政事務所→統計・情報センタ

ー→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年 

【調査事項】 （個別経営・任意組織経営）１．世帯員の性別，生年月，就業状態等，２．作付地の種類，地

目，総面積，法廷評価額，使用割合，異動状況等，３．所有建物，所有自動車及び所有農機具の種

類，構造（型式），取得年月，取得価額，延べ面積（台数），使用割合，異動状況等，４．所有植

物の種類，品種，植栽年月，取得価額，異動状況等，５．所有動物の種類，品種，生産年月，取得

年月，頭数，異動状況等，６．現物在庫（未処分農作物，農業生産資材）の品名，数量，単価等，

７．現金・預貯金及び借入金の種類，年始め・年末残高等，８．自給牧草作付面積・生産量，牧草

費用減価償却配賦表等，（組織法人経営）９．貸借対照表，損益計算書，（個別経営・任意組織経

営・組織法人経営共通）１０．作付け面積，生産量，構成員の状況，事業従業者数，受委託状況別
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面積等 
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【調査名】 経済産業省企業活動基本調査 

【承認年月日】 平成２０年３月１７日 

【指定番号】 １１８ 

【実施機関】 経済産業省経済産業政策局調査統計部企業統計室 

【目 的】 企業の活動の実態を明らかにすることにより，企業に関する施策の基礎資料を得る。 

【沿 革】 近年における我が国企業の事業活動は，多角化・組織化・系列化・国際化，ソフト化等を中心に変化

が著しく，かつ，このような事業活動の多角化・国際化等による新たな展開は，同一企業内の複数事業

所又は単一企業の領域を越え，複数の企業にわたる新たな活動形態として具体化してきていることか

ら，これらの実態を定量的に把握することが，各種の行政施策を企画していく上で重要な課題となって

いた。 

 このような事業活動の多様化の実態を，既存の事業所を対象とする調査で把握することが困難であ

り，また，企業を対象とする調査においても，包括的に把握するものとなっていなかった。 

 企業を単位とした事業活動の多角化の実態を把握する観点からは，昭和６２年，平成元年に，製造業

に属する企業を対象として工業統計調査（指定統計第１０号を作成するための調査）丙調査が実施さ

れ，企業の事業活動の多角化等の状況を把握してきたが，事業活動の多角化等は製造業だけでなく，他

の産業においても急速に進んでいることから，その全体像を把握することが困難となってきた。 

 本調査は，産業・経済動向の変化に応じた通商産業政策を企画・立案するための基礎資料を得ること

を目的とする新たな統計調査として，平成４年９月１１日，指定統計に指定され，指定統計調査として

３年周期により平成４年，７年に実施された（工業統計調査丙調査は，平成４年以降廃止）。 

 なお，本調査の実施に当たっては，工業統計調査丙調査の対象業種である製造業のほか，鉱業，卸

売・小売業，飲食店（一般飲食店及びその他の飲食店に属するものを除く。）に調査対象業種が拡大さ

れ，調査事項にも企業活動の多角化に関する項目が加えられている。 

 しかし，その後も多角化，分社化，生産拠点の海外移転等企業活動が複雑かつ急激に変化しており，

その実態を経年的にとらえていくことが必要となったことから，平成８年度以降，３年に１回の大規模

調査と他の２回の簡易調査のローテーションにより毎年実施することとされた。 

 平成１０年には，「一般飲食店」が調査対象業種に追加されたほか，報告者負担の軽減を図るため，
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プレプリントの実施，他指定統計調査結果データの利活用等の措置が講じられている。 

 平成１３年には「電気・ガス業」，「クレジットカード業，割賦金融業」及び「サービス業のうち経

済産業省の所管業種を中心とした業種」が調査対象業種に追加され，平成１６年には，デザイン・機械

設計業，商品検査業，計量証明業，ボウリング場及びディスプレイ業の５業種が調査対象業種に追加さ

れている。 

 平成１７年には法人企業統計調査の調査結果の活用を図るため，所要の改正を行っている。 

【調査の構成】 １－企業活動基本調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「企業活動基本調査報告書（速報）」（調査期日から

１０か月以内），「同（確報）」（調査期日から１年４か月以内） （表章）全国，経済産業局，

都道府県 

※ 

【調査票名】 １－企業活動基本調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）統計調査に用いる産業分類並びに疾病，傷害及び死因分

類を定める政令の規定に基づき，産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の件（平成１９年

総務省告示第６１８号）に定める日本標準産業分類に掲げる大分類Ｃー鉱業，砕石業，砂利採取

業，大分類Ｅ―製造業，大分類Ｆ―電気・ガス・熱供給・水道業（中分類３５―熱供給業及び中分

類３６―水道業を除く。），大分類Ｇ―情報通信業のうち別表第１に掲げる業種，大分類Ｉ―卸

売・小売業，大分類Ｊ―金融・保険業のうち小分類６４３―クレジットカード業，割賦金融業，大

分類Ｋ―不動産業，物品賃貸業のうち中分類７０ー物品賃貸業（小分類７０４－自動車賃貸業，細

分類７０９２ー音楽・映像記録賃貸業（別掲を除く）及び細分類７０９９－他に分類されない物品

賃貸業はレンタルを除く。），大分類Ｌー学術研究，専門・技術サービス業のうち別表第２に掲げ

る業種，大分類Ｍー宿泊業，飲食サービス業のうち中分類７６ー飲食店（細分類７６２２ー料亭，

小分類７６５ー酒場、ビヤホール及び小分類７６６ーバー，キャバレー，ナイトクラブを除く。）

及び中分類７７ー持ち帰り・配達飲食サービス業、大分類Ｎー生活関連サービス業，娯楽業のうち

別表第３に掲げる業種，大分類Ｏー教育、学習支援業のうち別表第４に掲げる業種及び大分類Ｒー

サービス業（他に分類されないもの）のうち金額又は出資金額３，０００万円以上のもの（以下
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「調査企業」という。）について行う。 （抽出枠）事業所・企業統計調査及び法人企業統計調査

並びに民間情報も使用し補正・補完を行う 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４２，０００ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライ

ン （記入）自計 （把握時）毎年３月３１日現在 （系統）経済産業省→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）５月１６日～７月１５日 

【調査事項】 １．企業の名称及び所在地，２．資本金額又は出資金額，３．企業の設立形態及び設立時期，

４．企業の決算月，５．事業組織及び従業者数，６．親会社，子会社・関連会社の状況，７．資

産・負債及び純資産並びに投資，８．事業内容，９．取引状況，１０．研究開発，１１．技術の所

有及び取引状況，１２．情報化の状況，１３．企業経営の方向 
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３ 承 認 統 計 調 査 の 承 認 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注：「報告様式名」欄について 
 

  報告様式が２以上ある場合には、報告様式名の頭 
 

 に数字を付し、調査内容の説明の簡略化を図った。 
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承認統計調査の承認 

【調査名】 体力・運動能力調査 

【実施機関】 文部科学省スポーツ・青少年局生涯スポーツ課 

【目 的】 国民の体力・運動能力の現状を明らかにするとともに，体育・スポーツの指導と行政上の基礎資料を

得る。 

【沿 革】 本統計調査は，承認統計としては昭和５２年から開始され，以後毎年実施されている。当初は，小・

中・高校生及び勤労青少年のみを調査対象としていたが，その後，大学・高専の学生及び壮年まで逐時

調査対象を拡大し，平成１０年度には高齢者（６５歳から７９歳）を調査対象に加えるとともに，調査

票の年齢区分を変更した。 

【調査の構成】 １－新体力テスト（６歳～１１歳）記録用紙，２－新体力テスト（１２歳～１９歳）記録用紙，

３－新体力テスト（２０歳～６４歳）記録用紙，４－新体力テスト（６５歳～７９歳）記録用紙 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）調査実施翌年１０月，報告書（冊子）及びインターネ

ット （表章）全国 

【経 費】 １１，０６８千円 

※ 

【調査票名】 １－新体力テスト（６歳～１１歳）記録用紙 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月６日 

【調査票承認期間終了日】 平成２１年１２月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２１１ 調査票承認番号（旧）２５９７９ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）公立各学校全学年（６歳～１１歳）の男女児童 （抽出

枠）学校基本調査（指定統計１３号）に用いる学校調査番号 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１３，５３６／母７，１９７，０００ （配布）郵送・オンラ

イン （取集）郵送・オンライン （記入）他計 （把握時）調査日現在 （系統）文部科学省→

都道府県教育委員会→市区町村教育委員会→小学校→児童 

【周期・期日】 （周期）年４回 （実施期日）８月末日 

【調査事項】 １．アンケート項目，（１）氏名，（２）年齢，（３）性別，（４）運動部・スポーツクラブへ
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の所属状況，（５）運動・スポーツの実施頻度，（６）朝食摂取の有無，（７）１日の睡眠時間，

（８）１日のテレビ（テレビゲームを含む）視聴時間，（９）体格（身長，体重，座高）等，２．

体力テスト項目，（１）握力，（２）上体起こし，（３）長座体前屈，（４）反復横とび，（５）

２０ｍシャトルラン（往復持久走），（６）５０ｍ走，（７）立ち幅とび，（８）ソフトボール投

げ 

※ 

【調査票名】 ２－新体力テスト（１２歳～１９歳）記録用紙 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月６日 

【調査票承認期間終了日】 平成２１年１２月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２１２ 調査票承認番号（旧）２５９８０ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）公立中学校各学年（１２歳～１４歳）の男女生徒，公立

高等学校（全日制）各学年（１５歳～１７歳）の男女生徒，公立高等学校（定時制）各学年（１５

歳～１７歳）の男女生徒，国立工業高等専門学校第４・５学年（１８歳・１９歳）の男子学生，公

私立短期大学第１・２学年（１８歳・１９歳）の女子学生，国立大学第１・２学年（１８歳・１９

歳）の男女学生 （抽出枠）学校基本調査（指定統計１３号）に用いる学校調査番号 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２１，１７８／母８，６６２，０００ （配布）郵送・オンラ

イン （取集）郵送・オンライン （記入）他計 （把握時）調査日現在 （系統）文部科学省→

都道府県教育委員会→市区町村教育委員会，文部科学省→都道府県教育委員会→高等学校及び中学

校→生徒，文部科学省→大学，短期大学及び高等専門学校→学生 

【周期・期日】 （周期）年４回 （実施期日）中学校・高等学校：８月末日，大学・短期大学・高等専門学

校：１０月末日 

【調査事項】 １．アンケート項目，（１）氏名，（２）年齢，（３）性別，（４）学校の種類，（５）運動

部・スポーツクラブへの所属状況，（６）運動・スポーツの実施頻度，（７）朝食摂取の有無，

（８）１日の睡眠時間，（９）１日のテレビ（テレビゲームを含む）視聴時間，（１０）体格（身

長，体重，座高）等，２．体力テスト項目，（１）握力，（２）上体起こし，（３）長座体前屈，

（４）反復横とび，（５）持久走（１５００，１０００ｍ）又は２０ｍシャトルラン（往復持久
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走），（６）５０ｍ走（７）立ち幅とび，（８）ハンドボール投げ 

※ 

【調査票名】 ３－新体力テスト（２０歳～６４歳）記録用紙 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月６日 

【調査票承認期間終了日】 平成２１年３月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２１３ 調査票承認番号（旧）２５９８１ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）２０歳～６４歳の男女（５歳ずつの年齢区分で対象とす

る。） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３３，８４０／母７６，８２５，０００ （配布）郵送・オン

ライン （取集）郵送・オンライン （記入）併用 （把握時）調査日現在 （系統）文部科学省

→都道府県教育委員会→市区町村教育委員会→成年 

【周期・期日】 （周期）年４回 （実施期日）１０月末日 

【調査事項】 １．アンケート項目，（１）氏名，（２）年齢，（３）性別，（４）職業，（５）健康状態及び

体力について，（６）スポーツクラブへの所属状況，（７）運動・スポーツの実施頻度，（８）朝

食摂取の有無，（９）１日の睡眠時間，（１０）学生時代の運動部活動の経験，（１１）体格（身

長，体重）等，２．体力テスト項目，（１）握力，（２）上体起こし，（３）長座体前屈，（４）

反復横とび，（５）急歩又は２０ｍシャトルラン（往復持久走），（６）立ち幅とび 

※ 

【調査票名】 ４－新体力テスト（６５歳～７９歳）記録用紙 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月６日 

【調査票承認期間終了日】 平成２１年１２月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２１４ 調査票承認番号（旧）２５９８２ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）６５歳～７９歳の男女（５歳ずつの年齢区分で対象とす

る。） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，６４０／母１９，１３９，０００ （配布）郵送・オンラ

イン （取集）郵送・オンライン （記入）併用 （把握時）調査日現在 （系統）文部科学省→
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都道府県教育委員会→市区町村教育委員会→高齢者 

【周期・期日】 （周期）年４回 （実施期日）１０月末日 

【調査事項】 １．アンケート項目，（１）氏名，（２）年齢，（３）性別，（４）健康状態及び体力につい

て，（５）スポーツクラブへの所属状況，（６）運動・スポーツの実施頻度，（７）朝食摂取の有

無，（８）１日の睡眠時間，（９）学生時代の運動部活動の経験，（１０）体格（身長，体重）

等，２．体力テスト項目，（１）握力，（２）上体起こし，（３）長座体前屈，（４）開眼片足立

ち，（５）１０ｍ障害物歩行，（６）６分間歩行 
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【調査名】 子どもの学習費調査 

【実施機関】 文部科学省生涯学習政策局調査企画課 

【目 的】 子どもを公立又は私立の学校等に通学させている保護者が、子どもの学校教育及び学校校外活動のた

めに支出した経費並びに世帯の年間収入の実態をとらえ、教育に関する国の諸政策を検討・立案するた

めの基礎資料を得ることを目的とする。 

【沿 革】 本調査は、昭和２７年以降実施しているもので、平成５年度までは「保護者が支出した教育費調査」

の名称で毎年実施していたが、平成６年度から名称を「子どもの学習費調査」とし、調査周期を２年に

変更している。 

【調査の構成】 １－保護者調査票（第１回），２－保護者調査票（第２回），３－保護者調査票（第３回），４

－学校調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）平成２１年１２月頃予定 （表章）全国 

【経 費】 １２，００９千円 

※ 

【調査票名】 １－保護者調査票（第１回） 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月６日 

【調査票承認期間終了日】 平成２１年５月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２１５ 調査票承認番号（旧）２６４０４ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）公立・私立の幼稚園，小学校，中学校及び高等学校（全

日制）の幼児・児童・生徒の保護者 （抽出枠）学校名簿，クラス名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２９，６００／母１５，６５０，０００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年４月１日から平成２０年６月３０日 （系統）文

部科学省→都道府県知事→私立学校→幼児・児童・生徒の保護者，文部科学省→都道府県教育委員

会→公立学校→幼児・児童・生徒の保護者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）平成２０年９月１５日 

【調査事項】 １．学校教育費，（１）教科書費，授業で使用する図書費，（２）学用品費，（３）体育用品

費，（４）楽器購入費，（５）実験実習費（材料を含む），（６）教科外活動費，（７）通学費



 - 32 -

（交通費・通学用自転車等，制服，通学用品費），（８）その他 ２．学校外活動費，（１）補助

学習費（家庭内学習費（物品費，図書費），家庭教師費等，学習塾費，その他），（２）その他の

学校外活動費（体験活動・地域活動に関する経費，芸術文化活動に関する経費（月謝等，その

他，）スポーツ・レクリエーション活動に関する経費（月謝等，その他）教養・その他に関する経

費（月謝等，図書費，その他）） 

※ 

【調査票名】 ２－保護者調査票（第２回） 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月６日 

【調査票承認期間終了日】 平成２１年５月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２１６ 調査票承認番号（旧）２６４０５ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）公立・私立の幼稚園，小学校，中学校及び高等学校（全

日制）の幼児・児童・生徒の保護者 （抽出枠）学校名簿，クラス名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２９，６００／母１５，６５０，０００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年７月１日～平成２０年１１月３０日 （系統）文

部科学省→都道府県知事→私立学校→幼児・児童・生徒の保護者，文部科学省→都道府県教育委員

会→公立学校→幼児・児童・生徒の保護者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）平成２１年１月２５日 

【調査事項】 １．学校教育費，（１）教科書費，授業で使用する図書費，（２）学用品費，（３）体育用品

費，（４）楽器購入費，（５）実験実習費（材料を含む），（６）教科外活動費，（７）通学費

（交通費・通学用自転車等，制服，通学用品費），（８）その他，２．学校外活動費，（１）補助

学習費（家庭内学習費（物品費，図書費），（家庭教師費等，学習塾費，その他），（２）その他

の学校外活動費（体験活動・地域活動に関する経費，芸術文化活動に関する経費（月謝等，その

他），スポーツ・レクリエーション活動に関する経費（月謝等，その他），教養・その他に関する

経費（月謝等，図書費，その他）） 

※ 

【調査票名】 ３－保護者調査票（第３回） 
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【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月６日 

【調査票承認期間終了日】 平成２１年５月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２１７ 調査票承認番号（旧）２６４０６ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）公立・私立の幼稚園，小学校，中学校及び高等学校（全

日制）の幼児・児童・生徒の保護者 （抽出枠）学校名簿，クラス名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２９，６００／母１５，６５０，０００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日～平成２１年３月３１日 （系統）文

部科学省→都道府県知事→私立学校→幼児・児童・生徒の保護者，文部科学省→都道府県教育委員

会→公立学校→幼児・児童・生徒の保護者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）平成２１年５月１５日 

【調査事項】 １．学校教育費，（１）教科書費，授業で使用する図書費，（２）学用品費，（３）体育用品

費，（４）楽器購入費，（５）実験実習費（材料を含む），（６）教科外活動費，（７）通学費

（交通費・通学用自転車等，制服，通学用品費），（８）その他，２．学校外活動費，（１）補助

学習費（家庭内学習費（物品費，図書費），家庭教師費等，学習塾費，その他），（２）その他の

学校外活動費（体験活動・地域活動に関する経費，芸術文化活動に関する経費（月謝等，その

他），スポーツ・レクリエーション活動に関する経費（月謝等，その他），教養・その他に関する

経費（月謝等，図書費，その他）） 

※ 

【調査票名】 ４－学校調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月６日 

【調査票承認期間終了日】 平成２１年５月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２１８ 調査票承認番号（旧）２６４０７ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）公立・私立の幼稚園，小学校，中学校及び高等学校（全

日制） （抽出枠）学校名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，１４４／母５０，５００ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）平成２０年４月１日～平成２１年３月３１日 （系統）文部科学省→都
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道府県知事→私立学校，文部科学省→都道府県教育委員会→公立学校 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）平成２１年５月１５日 

【調査事項】 １．学校納付金，（１）授業料・保育料（幼稚園・私立中学校，高等学校のみ），（２）入学

金・入園料（幼稚園・私立中学校，高等学校のみ），（３）入学検定料（幼稚園・私立中学校，高

等学校のみ），（４）施設設備資金（私立のみ），（５）修学旅行・遠足・見学費，（６）学級・

児童会・生徒会費（７）ＰＴＡ会費，（８）その他の学校納付金（保健衛生費，日本スポーツ振興

センター共済掛金含む） 
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【調査名】 国際比較プログラム（ＯＥＣＤ２００８年ラウンド「輸送・レストラン・ホテル」

調査）に関する小売物価調査 

【実施機関】 総務省統計局統計調査部消費統計課物価統計室 

【目 的】 国際比較に必要な商品の小売価格及びサービス料金を調査し，ＯＥＣＤが主宰する「国際比較プログ

ラム」（ＩＣＰ）に対して，各国通貨の購買力平価による国内総生産（ＧＤＰ）の実質比較を行うため

の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－国際比較プログラム（ＯＥＣＤ２００８ラウンド輸送・レストラン・ホテル調査）に関する

小売物価調査調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）総務省政策統括官（統計基準担当）を通じてＯＥＣＤ

に報告され，ＯＥＣＤから公表される。 

【経 費】 １１０千円 

※ 

【調査票名】 １－国際比較プログラム（ＯＥＣＤ２００８ラウンド輸送・レストラン・ホテル調査）に関する小

売物価調査調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月６日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年４月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２１９ 調査票承認番号（旧）２７０２６ 

【調査対象】 （地域）東京都区部 （単位）小売業，飲食店・宿泊業 （属性）東京都区部の小売業，飲食

店・宿泊業 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査調査区別民営事業所リスト 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１５０／母７５，０００ （配布）配布しない （取集）収集し

ない （記入）他計 （把握時）調査日現在 （系統）総務省統計局→報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期（要請の都度） （実施期日）平成２０年３月１２日～３１日 

【調査事項】 １．調査品目，２．調査銘柄，３．単位，４．価格等 
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【調査名】 油糧生産実績調査 

【実施機関】 農林水産省総合食料局食品産業振興課 

【目 的】 国民の食生活上欠くことのできない植物油脂等の生産状況及び植物油脂製造業の実態を把握し、植物

油脂施策の基礎資料とすることを目的とする。 

【沿 革】 平成１４年に，「油糧生産実績調査」（企業を対象とする昭和２２年から毎月実施の承認統計調査）

と「製油工場基礎調査」（工場を対象とする昭和２６年から毎年実施の承認統計調査。平成１２年から

２年周期）が統合されるとともに，企業を対象とする調査に変更された。 

【調査の構成】 １－油糧生産実績調査票，２－製油企業実態調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）「油糧生産実績調査票」については、「速報」（調査

月の翌月末），「確報」（調査年の翌年３月），「製油企業実態調査票」については、「油糧工業

の現況」（調査年の翌年３月までに） （表章）全国 

【経 費】 ６５４千円 

※ 

【調査票名】 １－油糧生産実績調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月１０日 

【調査票承認期間終了日】 平成２２年４月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２２０ 調査票承認番号（旧）２６４０８ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）年間原料処理実績が１００トン以上でかつ１日当たりの

原料処理能力が１０トン以上の植物油脂製造工場を有する企業 （抽出枠）業界から得た情報に基

づき作成した「植物油脂製造企業名簿」 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４６／母４６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライ

ン・ファクシミリ装置 （記入）自計 （把握時）月間 （系統）農林水産省→調査客体 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査月の翌月１０日まで 

【調査事項】 １．品目別の原料処理量及び月末在庫量，２．品目別の油脂（原油）生産量及び月末在庫量，

３．品目別の油かす生産量及び月末在庫量 

※ 
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【調査票名】 ２－製油企業実態調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月１０日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年９月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２２１ 調査票承認番号（旧）２６４０９ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）年間原料処理実績が１００トン以上でかつ１日当たりの

原料処理能力が１０トン以上の植物油脂製造工場を有する企業 （抽出枠）業界から得た情報に基

づき作成した「植物油脂製造企業名簿」 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４６／母４６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライ

ン・ファクシミリ装置 （記入）自計 （把握時）平成１９年１２月３１日現在 （系統）農林水

産省→報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）平成２０年８月３１日まで 

【調査事項】 １．企業の概要（企業形態，資本金又は出資金，専業兼業の別，従業員数，年間操業日数，売上

高），２．設備の概況（製油設備，工場能力，精製設備），３．原油の販売数量（品目別販売

先），４．油脂精製等実績（品目別原油処理量，品目別精製油生産量），５．可食油の種類別，包

装容器別出荷実績（種類別包装容器） 



 - 38 -

【調査名】 平成２０年労使関係総合調査 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部賃金福祉統計課 

【目 的】 我が国における労働組合及び組合員の産業別，地域別，加盟上部組合別の分布等，労働組合組織の実

態を明らかにすることを目的とする。 

【沿 革】 昭和２２年の「労働組合調査」，昭和２３年の「労働組合基本調査」を前身とし，昭和５８年から

は，「労使関係総合調査」として体系化し，毎年調査を実施している。なお，本調査は，毎年調査する

調査票（労働組合基礎調査票）と，１．労使のコミュニケーションの実態把握，２．労働組合活動の実

態調査，３労働協約等の実態把握，４．団体交渉と労働争議に関する実態把握，５．労働組合の実態把

握の５つのテーマをローテーションで調査する調査票により構成されている。 

【調査の構成】 １－労働組合基礎調査票，２－労働組合実態調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）結果概況を公表し（調査実施後１年以内），その後

「調査結果報告書」を作成。 （表章）全国 

【経 費】 １７，７４６千円 

※ 

【調査票名】 １－労働組合基礎調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月１１日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年１２月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２２２ 調査票承認番号（旧）２６８４６ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）組合 （属性）我が国におけるすべての労働組合 （抽出枠）なし 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６９，０００／母６９，０００ （配布）併用 （取集）併用 （記

入）自計 （把握時）平成２０年６月３０日 （系統）厚生労働省大臣官房統計情報部→都道府県

労政主管課→労政主管事務所→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２０年７月２２日 

【調査事項】 １．労働組合の名称，代表者氏名及び事務所の所在地，２．労働組合員数，３．労働組合の種

類，４．適用法規，５．存廃等区分及び新設又は解散等の理由，６．組合本部及び直上組合の名

称，所在地，７．加盟上部組合の系統，８．事業所の主要生産品名又は主要事業，９．企業の名称
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及び全常用労働者数 

※ 

【調査票名】 ２－労働組合実態調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月１１日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年１２月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２２３ 調査票承認番号（旧）２６８４７ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）組合 （属性）鉱業，建設業，製造業，電気・ガス・熱供給・水道業，

情報通信業，運輸業，卸売・小売業，金融・保険業，不動産業，飲食店，宿泊業，医療，福祉，教

育，学習支援業，複合サービス事業，サービス業（他に分類されないもの）に属する民営事業所に

おける労働組合員数規模３０人以上の労働組合。 （抽出枠）平成１９年労働組合基礎調査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，０００／母２９，５００ （配布）調査員 （取集）調査

員 （記入）自計 （把握時）平成２０年６月３０日現在 （系統）厚生労働省大臣官房統計情報

部→都道府県労政主管課→労政主管事務所→統計調査員→報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年７月１日～２２日 

【調査事項】 １．労働組合の属性に関する事項（１）労働組合の種類，労働組合の組織率，別組合の有無，ユ

ニオン・ショップ協定の有無，２．労働組合の組織状況に関する事項（１）労働者に加入資格を与

えているか．加入資格を与えていない労働者についての取り組み状況，組合員数の変化，増減理

由，組合活動の重点課題等，３．労働組合役員等に関する事項（１）労働組合の執行委員，専従

者，書記等，４．組合財政に関する事項（１）毎月徴収する組合費の決め方，３年前と比べた財政

事情等，５．労働組合活動に関する事項（１）過去１年間における一般組合委員の組合活動への参

加状況，労働問題に対する取り組み等，６．労使関係についての認識（１）使用者側との労使関係

の維持についての認識 
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【調査名】 平成２０年障害福祉サービス等経営実態調査 

【実施機関】 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

【目 的】 平成１８年度に施行された障害者自立支援法に基づく自立支援給付費等及び児童福祉法に基づく障害

児施設給付費について，障害福祉サービス事業所等の経営実態を調査し，制度の施行状況を把握すると

ともに，報酬改定のための基礎資料を得ることを目的とする． 

【沿 革】 この調査は，障害福祉サービスに係る自立支援給付費の改定のための基礎資料を得るため，平成２０

年から実施されるものである．なお，今後の実施は未定である． 

【調査の構成】 １－平成２０年障害福祉サービス等経営実態調査 法人全体票，２－平成２０年障害福祉サービ

ス等経営実態調査 個別票，３－平成２０年障害福祉サービス等経営実態調査 訪問介護票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（民間委託・機械集計） （公表）平成２０年１２月頃に厚生労働省ホームペ

ージで公表予定 （表章）全国 

【経 費】 ２３，６８３千円 

※ 

【調査票名】 １－平成２０年障害福祉サービス等経営実態調査 法人全体票 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月１１日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年１２月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２２４ 調査票承認番号（旧） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）法人 （属性）障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業所，障

害者支援施設，相談支援事業所及び児童福祉法に基づく知的障害児施設等の法人本部 （抽出枠）

社会福祉施設等調査報告書等 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，５００／母１５，８７７ （配布）郵送・オンライン 

（取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）厚生労働省→法人→

厚生労働省 

【周期・期日】 （周期）今後は未定 （実施期日）平成２０年６月中旬 

【調査事項】 平成１９年度の１年間の障害サービス等ごとの実施状況（定員，開所日数，実利用者数等）及び

法人全体の収支の状況等 
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※ 

【調査票名】 ２－平成２０年障害福祉サービス等経営実態調査 個別票 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月１１日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年１２月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２２５ 調査票承認番号（旧） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所及び施設 （属性）障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス

事業所，障害者支援施設，相談支援事業所及び児童福祉法に基づく知的障害児施設等 （抽出枠）

社会福祉施設等調査報告等 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１２，０００／母３４，８００ （配布）郵送・オンライン 

（取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）厚生労働省→法人→

事業所（施設）→厚生労働省 

【周期・期日】 （周期）今後は未定 （実施期日）平成２０年６月中旬 

【調査事項】 平成１９年度の１年間の障害福祉サービス等の実施状況及び収支の状況等 

※ 

【調査票名】 ３－平成２０年障害福祉サービス等経営実態調査 訪問介護票 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月１１日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年１２月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２２６ 調査票承認番号（旧） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）障害者自立支援法に基づく居宅介護事業所 （抽出

枠）社会福祉施設等調査報告書 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，８００／母１８，６００ （配布）郵送・オンライン 

（取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）厚生労働省→法人→

事業所→厚生労働省 

【周期・期日】 （周期）今後は未定 （実施期日）平成２０年６月中旬 

【調査事項】 平成１９年度の１年間の介護保険の訪問介護等実施状況及び収支の状況等 
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【調査名】 林業経営統計調査 

【実施機関】 農林水産省大臣官房統計情報部経営・構造統計課 

【目 的】 育林、素材生産の施業・林業経営を行っている林業経営体の経営収支等を把握し、施策に必要な資料

を作成することを目的とする。 

【沿 革】 平成１４年に，従来実施されていた林家経済調査及び農林家経営動向調査を廃止し，育林・素材生産

の施業・林業経営を行っている林業経営体を対象とする「林業経営統計」と栽培きのこを生産する経営

体を対象とする「栽培きのこ経営統計」に再編し，林業経営統計調査として実施。 

【調査の構成】 １－林業経営日誌，２－林業経営台帳，３－栽培きのこ経営日誌，４－栽培きのこ経営台帳 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）ホームページに概要を公表（調査年度翌年の１０月ま

でに） （表章）全国 

【経 費】 ２７，４３１千円 

※ 

【調査票名】 １－林業経営日誌 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月１３日 

【調査票承認期間終了日】 平成２１年６月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２２７ 調査票承認番号（旧）２６４１３ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）世帯 （属性）育林，素材生産の施業・林業経営を行っている家族経営

による林業経営体 （抽出枠）２００５年農林業センサス林業経営体名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３５９／母８，００５ （配布）調査員 （取集）併用 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）農林水産省→地方農政事務所等→統計・情報センター

→報告者 

【周期・期日】 （周期）半年 （実施期日）四半期の場合（７月，１０月，１月，４月），半年の場合（１０

月，４月） 

【調査事項】 １．林業経営収支，２．林業労働時間 

※ 

【調査票名】 ２－林業経営台帳 
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【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月１３日 

【調査票承認期間終了日】 平成２１年６月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２２８ 調査票承認番号（旧）２６４１４ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）世帯 （属性）育林，素材生産の施業・林業経営を行っている家族経営

による林業経営体 （抽出枠）２００５年農林業センサス林業経営体名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３５９／母８，００５ （配布）調査員 （取集）併用 （記

入）併用 （把握時）調査日現在 （系統）農林水産省→地方農政事務所等→統計・情報センター

→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）年度計の取りまとめ時期（４月） 

【調査事項】 １．家族，２．保有山林面積（土地），林業用建物，（４）林業用機械，（５）林産物の在庫増

減と家計消費，（６）林業用資材の在庫，（７）売掛金・未収金及び買掛金・未払金，（８）林業

用借入金，（９）林業関係租税公課諸負担，（１０）貸付山林面積 

※ 

【調査票名】 ３－栽培きのこ経営日誌 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月１３日 

【調査票承認期間終了日】 平成２１年６月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２２９ 調査票承認番号（旧）２６４１５ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）世帯 （属性）栽培きのこを生産する経営体（農林業経営体） （抽出

枠）２００５年農林業センサス農林業経営体名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１６３／母２１，８９４ （配布）調査員 （取集）併用 

（記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）農林水産省→地方農政事務所等→統計・情報セン

ター→報告者 

【周期・期日】 （周期）半年 （実施期日）四半期の場合（７月，１０月，１月，４月），半年の場合（１０

月，４月） 

【調査事項】 １．栽培きのこ経営収支，きのこ家計消費・贈答など，きのこ加工品収支，栽培きのこ労働時間 

※ 
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【調査票名】 ４－栽培きのこ経営台帳 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月１３日 

【調査票承認期間終了日】 平成２１年６月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２３０ 調査票承認番号（旧）２６４１６ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）世帯 （属性）栽培きのこを生産する経営体（農林業経営体） （抽出

枠）２００５年農林業センサス農林業経営体名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１６３／母２１，８９４ （配布）調査員 （取集）併用 

（記入）併用 （把握時）調査日現在 （系統）農林水産省→地方農政事務所等→統計・情報セン

ター→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）年度計の取りまとめ時期（４月） 

【調査事項】 １．家族及び雇用，２．固定資産（栽培きのこ用土地，栽培きのこ用建物，栽培きのこ用機械，

しいたけ用ほだ木），３．流動資産（栽培きのこの在庫増減，栽培きのこ用資材の在庫，売掛金・

未収金及び買掛金・未払金，栽培きのこ用借入金，栽培きのこ用関係租税公課諸負担，生産概況

（原木栽培，菌床栽培）） 
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【調査名】 介護事業経営実態調査 

【実施機関】 厚生労働省老健局老人保健課 

【目 的】 介護報酬は各々のサービスの平均費用の額等を勘案して設定することとしていることから，各々の介

護サービスの費用等についての実態を明らかにすることによって，詳細な単価設定を検討するための基

礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所票，２－介護老人保

健施設票，３－介護療養型医療施設（病院）票，４－介護療養型医療施設（診療所）票，５－居宅

サービス・地域密着型サービス事業所（介護予防含む）（福祉関係）票，６－居宅サービス・地域

密着型サービス事業所（介護予防含む）（医療機関）票，７－訪問看護ステーション（介護予防含

む）票，８－認知症対応型共同生活介護事業所（介護予防含む）（医療法人以外）票，９－認知症

対応型共同生活介護事業所（介護予防含む）（医療法人）票，１０－特定施設入居者生活介護事業

所・地域密着型特定施設入居者生活介護事業所（ケアハウス等）票，１１－特定施設入居者生活介

護事業所・地域密着型特定施設入居者生活介護事業所（有料老人ホーム等）票，１２－福祉用具貸

与事業所（介護予防含む）票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（民間委託・機械集計） （公表）平成２０年９月（予定） （表章）全国 

【経 費】 ３１１，７４５千円 

※ 

【調査票名】 １－介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所票 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月１３日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年７月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２３１ 調査票承認番号（旧）２５９６８ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）保健・医療施設 （属性）指定介護老人福祉施設，指定地域密着型介護

老人福祉施設 （抽出枠）指定事業者名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／母５，８００ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２０年４月１日 （系統）厚生労働省→報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２０年５月１６日 
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【調査事項】 １．施設名，施設の所在地，経営主体，土地の所有・賃貸の状況，現有建物の状況，２．施設本

来のサービスの状況，３．短期入所生活介護の実施状況，４．通所介護の実施状況，５．認知症対

応型通所介護の実施状況，６．訪問介護の実施状況，７．夜間対応型訪問介護の実施状況，８．訪

問入浴介護の実施状況，９．介護予防支援・居宅介護支援の実施状況，１０．居室・療養室・病室

及び設備等の状況，１１．サービス・職種別職員配置状況，１２．職種別給与，手当等の支払状

況，１３．介護支援専門員給与支払状況，１４．看護職員，介護職員別給与支払状況，１５．サー

ビス別収入，１６．費目別支出，１７．その他収支，１８．減価償却等の状況，１９．損益計算

書・貸借対照表，２０．介護支援専門員勤務状況 

※ 

【調査票名】 ２－介護老人保健施設票 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月１３日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年７月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２３２ 調査票承認番号（旧）２５９６９ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）保健・医療施設 （属性）介護老人保健施設 （抽出枠）指定事業者名

簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３２０／母３，４００ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）厚生労働省→報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２０年５月１６日 

【調査事項】 １．施設名，施設の所在地，経営主体，土地の所有・賃貸の状況，現有建物の状況，２．施設本

来のサービスの状況，３．短期入所生活介護の実施状況，４．通所介護の実施状況，５．通所リハ

ビリテーションの実施状況，６．訪問リハビリテーションの実施状況，７．認知症対応型通所介護

の実施状況，８．認知症対応型共同生活介護の実施状況，９．訪問介護の実施状況，１０．夜間対

応型訪問介護の実施状況，１１．福祉用具貸与の実施状況，１２．介護予防支援・居宅介護支援の

実施状況，１３．居室・療養室・病室及び設備等の状況，１４．サービス・職種別職員配置状況，

１５．職種別給与，手当等の支払状況，１６．介護支援専門員給与支払状況，１７．看護職員，介

護職員別給与支払状況，１８．サービス別収入，１９．費目別支出，２０．その他収支， 
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【調査票名】 ３－介護療養型医療施設（病院）票 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月１３日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年７月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２３３ 調査票承認番号（旧）２５９７０ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）保健・医療施設 （属性）指定介護療養型医療施設（病院） （抽出

枠）指定事業者名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４３０／母２，０００ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）厚生労働省→報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２０年５月１６日 

【調査事項】 １．施設名，施設の所在地，経営主体，土地の所有・賃貸の状況，現有建物の状況，２．医療機

関，病院，診療所の状況，３．施設本来のサービスの状況，４．短期入所療養介護の実施状況，

５．通所介護の実施状況，６．通所リハビリテーションの実施状況，７．訪問リハビリテーション

の実施状況，８．居宅療養管理指導の実施状況，９．認知症対応型通所介護の実施状況，１０．認

知症対応型共同生活介護の実施状況，１１．訪問介護の実施状況，１２．訪問看護の実施状況，１

３．夜間対応型訪問介護の実施状況，１４．福祉用具貸与の実施状況，１５．介護予防支援・居宅

介護支援の実施状況，１６．居室・療養室・病室及び設備等の状況，１７．サービス・職種別職員

配置状況，１８．職種別給与，手当等の支払状況，１９．介護支援専門員給与支払状況，２０．医

療・療養収入，２１．サービス別収入，２２．費目別支出，２３．その他収支，２４．損益計算

書・貸借対照表，２５．介護支援専門員勤務状況 

※ 

【調査票名】 ４－介護療養型医療施設（診療所）票 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月１３日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年７月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２３４ 調査票承認番号（旧）２５９７１ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）保健・医療施設 （属性）指定介護療養型医療施設（診療所） （抽出

枠）指定事業者名簿 
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【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８３０／母８７０ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）厚生労働省→報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２０年５月１６日 

【調査事項】 １・施設名，施設の所在地，経営主体，土地の所有・賃貸の状況，現有建物の状況，２．医療機

関，病院，診療所の状況，３．施設本来のサービスの状況，４．短期入所生活介護の実施状況，

５．通所介護の実施状況，６．通所リハビリテーションの実施状況，７．訪問リハビリテーション

の実施状況，８．居宅療養管理指導の実施状況，９．認知症対応型通所介護の実施状況，１０．認

知症対応型共同生活介護の実施状況，１１．訪問介護の実施状況，１２．訪問看護の実施状況，１

３．夜間対応型訪問介護の実施状況，１４．福祉用具貸与の実施状況，１５．介護予防支援・居宅

介護支援の実施状況，１６．居室・療養室・病室及び設備等の状況，１７．サービス・職種別職員

配置状況，１８．職種別給与，手当等の支払状況，１９．介護支援専門員給与支払状況，２０．医

療・療養収入，２１．サービス別収入，２２．費目別支出，２３．その他収支，２４．損益計算

書・貸借対照表，介護支援専門員勤務状況， 

※ 

【調査票名】 ５－居宅サービス・地域密着型サービス事業所（介護予防含む）（福祉関係）票 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月１７日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年７月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２３５ 調査票承認番号（旧）２５９７３ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）保健・医療施設 （属性）居宅サービス事業所（介護予防含む）（訪問

介護，訪問入浴介護，通所介護，単独型の短期入所生活介護），地域密着型サービス事業所（介護

予防含む）（夜間対応型訪問介護，認知症対応型通所介護，小規模多機能型居宅介護）及び居宅介

護支援事業所，介護予防支援事業所 （抽出枠）指定事業者名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１１，０００／母８３，０００ （配布）郵送・オンライン 

（取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）厚生労働省→報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２０年５月１６日 

【調査事項】 １．施設名，施設の所在地，経営主体，土地の所有・賃貸の状況，現有建物の状況，２．短期入
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所生活介護の実施状況，３．通所介護の実施状況，４．認知症対応型通所介護の実施状況，５．訪

問介護の実施状況，６．夜間対応型訪問介護の実施状況，７．訪問入浴介護の実施状況，８．福祉

用具貸与の実施状況，９．介護予防支援・居宅介護支援の実施状況，１０．小規模多機能型居宅介

護の実施状況，１１．サービス別延べ床面積，１２．サービス・職種別職員配置状況，１３．職種

別給与，手当等の支払状況，１４．介護支援専門員給与支払状況，１５．看護職員，介護職員別給

与支払状況，１６．サービス別収入，１７．費目別支出，１８．その他収支，１９．減価償却等の

状況，２０．損益計算書・貸借対照表，２１．介護支援専門員勤務状況 

※ 

【調査票名】 ６－居宅サービス・地域密着型サービス事業所（介護予防含む）（医療機関）票 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月１３日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年７月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２３６ 調査票承認番号（旧）２５９７４ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）保健・医療施設 （属性）居宅サービス事業所（介護予防含む）（訪問

介護，訪問リハビリ，通所介護，通所リハビリ，短期入所療養介護），地域密着型サービス事業所

（介護予防含む）（夜間対応型訪問介護，認知症対応型通所介護，小規模多機能型居宅介護）及び

居宅介護支援事業所，介護予防支援事業所 （抽出枠）指定事業者名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，６００／母１８，６００ （配布）郵送・オンライン 

（取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）厚生労働省→報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２０年５月１６日 

【調査事項】 １．施設名，施設の所在地，経営主体，土地の所有・賃貸の状況，現有建物の状況，２．医療機

関，病院，診療所の状況，３．短期入所療養介護の実施状況，４．通所介護の実施状況，５．療養

通所介護の実施状況，６．通所リハビリテーションの実施状況，７．訪問リハビリテーションの実

施状況，８．居宅療養管理指導の実施状況，９．認知症対応型通所介護の実施状況，１０．認知症

対応型共同生活介護の実施状況，１１．訪問介護の実施状況，１２．訪問看護の実施状況，１３．

夜間対応型訪問介護の実施状況，１４．福祉用具貸与の実施状況，１５．介護予防支援・居宅介護

支援の実施状況，１６．小規模多機能型居宅介護の実施状況，１７．居室・療養室・病室及び設備
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等の状況，１８．サービス・職種別職員配置状況，１９．職種別給与，手当等の支払状況，２０．

介護支援専門員給与支払状況，２１．看護職員，介護職員別給与支払状況，２２．サービス別収

入，２３．費目別支出，２４．その他収支，２５．損益計算書・貸借対照表，２６．介護支援専門

員勤務状況 

※ 

【調査票名】 ７－訪問看護ステーション（介護予防含む）票 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月１３日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年７月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２３７ 調査票承認番号（旧）２５９７２ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）保健・医療施設 （属性）訪問看護ステーション（介護予防含む） 

（抽出枠）指定事業者名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８８０／母５，０００ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）厚生労働省→報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２０年５月１６日 

【調査事項】 １．施設名，施設の所在地，経営主体，土地の所有・賃貸の状況，現有建物の状況，２．併設施

設・事業所，３．訪問介護の実施状況，４．訪問看護の実施状況，５．夜間対応型訪問介護の実施

状況，６．訪問入浴介護の実施状況，７．福祉用具貸与の実施状況，８．介護予防支援・居宅介護

支援の実施状況，９．サービス別延べ床面積，１０．サービス・職種別職員配置状況，１１．職種

別給与，手当等の支払状況，１２．医療・療養収入，１３．サービス別収入，１４．費目別支出，

１５．その他収支，１６．損益計算書・貸借対照表，１７．介護支援専門員勤務状況 

※ 

【調査票名】 ８－認知症対応型共同生活介護事業所（介護予防含む）（医療法人以外）票 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月１３日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年７月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２３８ 調査票承認番号（旧）２５９７６ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）保健・医療施設 （属性）地域密着型サービス事業所（介護予防含む）
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（認知症対応型共同生活介護） （抽出枠）指定事業者名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７８０／母７，０００ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）厚生労働省→報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成１４年５月１６日 

【調査事項】 １．施設名，施設の所在地，経営主体，土地の所有・賃貸の状況，現有建物の状況，２．短期入

所生活介護の実施状況，３．通所介護の実施状況，４．認知症対応型通所介護の実施状況，５．認

知症対応型共同生活介護の実施状況，６．訪問介護の実施状況，７．夜間対応型訪問介護の実施状

況，８．福祉用具貸与の実施状況，９．介護予防支援・居宅介護支援の実施状況，１０．小規模多

機能型居宅介護の実施状況，１１．サービス別延床面積，１２．サービス・職種別職員配置状況，

１３．職種別給与，手当等の支払状況，１４．介護支援専門員給与支払状況，１５．看護職員，介

護職員別給与支払状況，１６．サービス別収入，１７．費目別支出，１８．その他収支，１９．減

価償却等の状況，２０．損益計算書・貸借対照表，２１．介護支援専門員勤務状況，２２．入居者

別費用負担額 

※ 

【調査票名】 ９－認知症対応型共同生活介護事業所（介護予防含む）（医療法人）票 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月１３日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年７月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２３９ 調査票承認番号（旧）２５９７５ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）保健・医療施設 （属性）地域密着型サービス事業所（介護予防含む）

（認知症対応型共同生活介護） （抽出枠）指定事業者名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２７０／母１，５００ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）厚生労働省→報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２０年５月１６日 

【調査事項】 １．施設名，施設の所在地，経営主体，土地の所有・賃貸の状況，現有建物の状況，２．短期入

所生活介護の実施状況，３．通所介護の実施状況，４．認知症対応型通所介護の実施状況，５．認

知症対応型共同生活介護の実施状況，６．訪問介護の実施状況，７．夜間対応型訪問介護の実施状
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況，８．福祉用具貸与の実施状況，９．介護予防支援・居宅介護支援の実施状況，１０．小規模多

機能型居宅介護の実施状況，１１．サービス別延床面積，１２．サービス・職種別職員配置状況，

１３．職種別給与，手当等の支払状況，１４．医療・療養収入，１５．サービス別収入，１６．費

目別支出，１７．その他収支，１８．減価償却等の状況，１９．損益計算書・貸借対照表，２０．

介護支援専門員勤務状況，２１．入居者別費用負担額 

※ 

【調査票名】 １０－特定施設入居者生活介護事業所・地域密着型特定施設入居者生活介護事業所（ケアハウス

等）票 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月１３日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年７月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２４０ 調査票承認番号（旧）２５９７８ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）保健・医療施設 （属性）居宅サービス事業所（介護予防含む）（特定

施設入居者生活介護），地域密着型サービス事業所（地域密着型特定施設入居者生活保護） （抽

出枠）指定事業者名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１９０／母２９０ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）厚生労働省→報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２０年５月１６日 

【調査事項】 １．施設名，施設の所在地，経営主体，土地の所有・賃貸の状況，現有建物の状況，２．類型，

３．ケアハウス・養護老人ホーム，有料老人ホーム，高齢者専用賃貸住宅の状況，４．特定施設入

居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護のサービスの状況，５．短期入所生活介護の実

施状況，６．通所介護の実施状況，７．認知症対応型通所介護の実施状況，８．訪問介護の実施状

況，９．夜間対応型訪問介護の実施状況，１０．訪問入浴介護の実施状況，１１．福祉用具貸与の

実施状況，１２．介護予防支援・居宅介護支援の実施状況，１３．サービス別延床面積，１４．サ

ービス・職種別職員配置状況，１５．職種別給与，手当等の支払状況，１６．サービス別収入，１

７．費目別支出，１８．その他収支，１９．減価償却等の状況，２０．損益計算書・貸借対照表，

２１．介護支援専門員勤務状況，２２．入居者別費用負担額 
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※ 

【調査票名】 １１－特定施設入居者生活介護事業所・地域密着型特定施設入居者生活介護事業所（有料老人ホー

ム等）票 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月１３日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年７月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２４１ 調査票承認番号（旧）２５９７７ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）保健・医療施設 （属性）居宅サービス事業所（介護予防含む）（特定

施設入居者生活介護），地域密着型サービス事業所（地域密着型特定施設入居者生活介護） （抽

出枠）指定事業者名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３９０／母１，７００ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）厚生労働省→報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２０年５月１６日 

【調査事項】 １．施設名，施設の所在地，経営主体，土地の所有・賃貸の状況，現有建物の状況，２．類型，

３．ケアハウス，養護老人ホーム，有料老人ホーム・高齢者専用賃貸住宅の状況，４．特定施設入

居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護のサービスの状況，５．通所介護の実施状況，

６．訪問入浴介護の実施状況，７．福祉用具貸与の実施状況，８．介護予防支援・居宅介護支援の

実施状況，９．サービス別延床面積，１０．サービス・職種別職員配置状況，１１．職種別給与，

手当等の支払状況，１２．入居金収入，１３．サービス別収入，１４．費目別支出，１５．その他

収支，１６．損益計算書・貸借対照表，１７．介護支援専門員勤務状況 

※ 

【調査票名】 １２－福祉用具貸与事業所（介護予防含む）票 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月１３日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年７月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２４２ 調査票承認番号（旧） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）保健・医療施設 （属性）居宅サービス事業所（介護予防含む）（福祉

用具貸与） （抽出枠）指定事業者名簿 
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【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，２７０／母４，２７０ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）厚生労働省→報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２０年５月１６日 

【調査事項】 １．施設名，施設の所在地，経営主体，土地の所有・賃貸の状況，現有建物の状況，２．福祉用

具貸与の実施状況，３．その他のサービス・事業の実施状況，４．サービス別延床面積，５．サー

ビス・職種別職員配置状況，６．職種別給与，手当等の支払状況，７．売上高，８．費目別支出，

９．その他収支，１０．減価償却等の状況，１１．損益計算書・貸借対照表 
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【調査名】 社会保障生計調査 

【実施機関】 厚生労働省社会・援護局保護課 

【目 的】 被保護世帯の生活実態を明らかにすることによって，生活保護基準の改定等生活保護制度の企画運営

のために必要な基礎資料を得るとともに，厚生労働行政の企画運営に必要な基礎資料を得ることを目的

とする 

【沿 革】 本調査は，過去，被保護世帯を調査対象とする「被保護者生活実態調査（昭和２７年開始の承認統計

調査。）及び低所得世帯を調査対象とする「社会保障生計調査」（昭和３７年開始の承認統計調査）と

して個別に実施されていたものであり，平成１２年度に両調査の名称を「社会保障生計調査」に統一

し，その後，１８年度の調査から低所得世帯に対する調査を廃止して現在に至っているものである。 

【調査の構成】 １－社会保障生計調査 家計簿 

【集計・公表】 （集計）中央集計（民間委託・機械集計） （公表）集計終了後，速やかに公表する （表章）

全国 

【経 費】 １２８，２７１千円 

※ 

【調査票名】 １－社会保障生計調査 家計簿 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月１７日 

【調査票承認期間終了日】 平成２１年４月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２４３ 調査票承認番号（旧）２６８２１ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）世帯 （属性）被保護世帯（ただし，生活扶助を受けていない世帯，世

帯分離している世帯，世帯人員が６人以上の世帯，耕地０．１ヘクタール以上を耕作して農業を営

む者のいる世帯，林業，漁業，その他の事業を営む者のいる世帯，保護施設・寮等において賄いを

共通としているなど集団的共同生活を営んでいる世帯，賄いつきの同居人のいる世帯，その他不適

当と認められる世帯を除く） 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１，１１０／母１，０００，０００ （配布）調査員 （取集）

調査員 （記入）併用 （把握時）調査日現在 （系統）厚生労働省→都道府県・指定都市・中核

市→福祉事務所→調査員→報告者 
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【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）平成２０年４月１日～平成２１年３月３１日 

【調査事項】 １．世帯の状況，（１）級地，（２）世帯類型，（３）住居の種類，（４）世帯員ごとの続柄・

性別・年齢・終了の状況（業態，主な仕事の内容と職種，今月の就労日数，就労収入），（５）在

学（所）別状況，（６）年金等受給の有無，（７）加算の受給状況，（８）保護の決定状況（最低

生活費，収入認定額，控除額），２．現金収入及び現金支出，（１）品目，（２）収入額，（３）

勤め先収入，（４）支出額，（５）事由，３．月賦・掛買い又は現物，（１）品目，（２）見積

額，（３）入手事由，（４）使途 
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【調査名】 最低賃金に関する実態調査 

【実施機関】 厚生労働省労働基準局勤労者生活部勤労者生活課 

【目 的】 中央最低賃金審議会における審議資料とするため，賃金改定の状況を把握すること，及び地方最低賃

金審議会における最低賃金の決定，改正の審議に資するため，低賃金労働者の賃金実態を的確に把握す

ることを目的とする． 

【沿 革】 昭和５６年から平成９年調査まで「最低賃金に関する基礎調査」として毎年実施され，「最低賃金に

関する基礎調査票」のみであったが，平成１０年調査から，中小小規模事業所の労働者の賃金改定状況

をより詳細にとらえるため，「賃金改定状況調査票」を追加し，調査の名称を「最低賃金に関する実態

調査」として実施している。 

【調査の構成】 １－賃金改定状況調査票，２－最低賃金に関する基礎調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）中央最低賃金審議会の資料等として公表 （表章）全

国 

【備 考】 事務処理経費 

※ 

【調査票名】 １－賃金改定状況調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月１９日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年１２月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２４４ 調査票承認番号（旧）２６８２８ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）製造業，卸売・小売業，飲食店，宿泊業，医療，福祉

及びサービス業（ほかに分類されないもの）に属する事業所であって，常用労働者数が３０人未満

の企業規模に属する民営事業所で，１年以上継続して事業を営んでいるもの （抽出枠）平成１８

年事業所・企業統計調査による磁気テープ 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１０，０００／母２，８２０，０００ （配布）調査員 （取

集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）厚生労働省労働基準局→都道府県労

働局→労働基準監督署→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２０年６月１日～２０日 
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【調査事項】 １．事業所に関する事項，（１）事業所の主要な生産品の名称又は事業の内容，（２）事業所の

労働者数（臨時，パートを含む），（３）労働組合の有無，（４）事業所の月間所定労働日数，

（５）事業所の１日の所定労働時間数，（６）事業所の前々年度の年間所定労働日数，（７）事業

所の前年度の年間所定労働日数，（８）賃金改定の状況，２．労働者に関する事項，（１）労働者

番号，（２）性，（３）就業形態，（４）年齢，（５）勤続年数，（６）職種又は仕事の内容，

（７）賃金形態及び基本給額（前年６月分），（８）基本給額（前年６月分），（９）諸手当（前

年６月分及び当年６月分），（１０）精皆勤手当，通勤手当及び家族手当（当年６月分），（１

１）月間所定労働日数（前年６月分及び当年６月分），（１２）１日の所定労働時間数（前年６月

分及び当年６月分） 

※ 

【調査票名】 ２－最低賃金に関する基礎調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月１９日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年１２月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２４５ 調査票承認番号（旧）２６８２９ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）製造業，情報通信業（新聞業及び出版業に限る），卸

売・小売業，飲食店，宿泊業，医療，福祉及びサービス業（他に分類されないもの）に属する事業

所であって，製造業及び情報通信業（新聞業及び出版業に限る）は１００人未満，卸売・小売り

業，飲食店，宿泊業，医療，福祉及びサービス業（他に分類されないもの）は３０人未満の常用労

働者を雇用する民営事業所 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査による磁気テープ 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１００，０００／母２，８６０，０００ （配布）調査員 

（取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２０年６月１日現在 （系統）厚生労働省労働基

準局→都道府県労働局→労働基準監督署→調査客体 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２０年６月１日～平成２０年７月３１日 

【調査事項】 １．事業所に関する事項，（１）事業所の主要な生産品の名称又は事業の内容，（２）事業所の

労働者数（臨時，パートを含む．），（３）事業所における労働組合の有無，２．労働者に関する

事項，（１）労働番号，（２）性，（３）就業形態，（４）年齢，（５）勤続年数，（６）職種又
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は主たる仕事の内容，（７）基本給の賃金形態及び基本給額（当年６月），（８）精皆勤手当，通

勤手当，家族手当及びその他の手当，（９）月間所定労働日数，（１０）１日の所定労働時間数 
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【調査名】 訪日外国人旅行者の受入れに関する意識調査 

【実施機関】 総務省行政評価局国土交通担当評価監視官 

【目 的】 総務省は，外国人が快適に観光できる環境の整備のための施策について，総体としてどの程度効果を

あげているかなどの総合的な観点から評価を行い，関係行政の今度の在り方の検討に資するため，平成

１９年８月から「外国人が快適に観光できる環境の整備に関する政策評価（総合性確保評価）」を実施

している。本調査は，上記政策評価の一環として，外国人が快適に観光できる環境の整備を行うための

事業の現状や課題等を把握し，同事業の推進施策を評価する上で活用する。 

【調査の構成】 １－訪日外国人旅行者の受入れに関する意識調査調査票（宿泊業者），２－訪日外国人旅行者の

受入れに関する意識調査調査票（旅行業者），３－訪日外国人旅行者の受入れに関する意識調査調

査票（交通事業者等），４－訪日外国人旅行者の受入れに関する意識調査調査票（ビジット・ジャ

パン案内所） 

【集計・公表】 （集計）中央集計（民間委託・機械集計） （公表）平成２０年１２月末に「外国人が快適に観

光できる環境の整備に関する政策評価書」に併せて公表予定 （表章）全国，宿泊業者については

都道府県別表章も予定 

※ 

【調査票名】 １－訪日外国人旅行者の受入れに関する意識調査調査票（宿泊業者） 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月１９日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年６月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２４６ 調査票承認番号（旧） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）旅館，ホテル業 （属性）産業小分類７２１旅館，ホテル業 （抽出

枠）平成１８年度事業所・企業統計調査名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１６，４９１／母１６，４９１ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）平成２０年５月上旬まで （系統）総務省行政評価局→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年４月１日 

【調査事項】 １．基本事項（施設の種類，国際観光ホテル整備法に基づく登録の有無，客室の種類，客室数，

宿泊施設所在都道府県，宿泊施設の経営上の問題点），２．ビジット・ジャパン・キャンペーンに
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ついて，３．訪日外国人旅行者受入促進の重要度，４．観光資源について（有無，内容），５．訪

日外国人旅行者の宿泊の有無，６．訪日外国人旅行者の主な旅行の種類，延べ宿泊者数に占める訪

日外国人旅行者の割合，７．宿泊した訪日外国人旅行者の出身国・地域，８．訪日外国人旅行者の

宿泊状況，増加国・地域，増加要因，９．訪日外国人旅行者の予約受付方法，１０．クレジットカ

ード利用の可否，泊食分離の可否・外国語表示の有無，１１．外国語対応（外国語による接遇の有

無・接遇可能言語，施設の外国語案内表示・情報提供の有無・標記言語・表示内容，外国語ホーム

ページ作成の有無・作成言語，外国語パンフレット作成の有無・作成言語，観光地等情報の掲載さ

れている外国語パンフレット等配置の有無・言語，外国語による緊急対応体制整備（２４時間体

制）の有無・対応可能言語，刊行情報等の収集を行うためのサービス内容），１２．訪日外国人旅

行者受入れ促進活動（有無，内容），１３．訪日外国人旅行者受入に関する問題（困ったこと）

（有無，問題の内容，相手，機関への相談の有無，相談できる機関の必要性），１４．訪日外国人

旅行者増加に効果のあるサービス，１５．訪日外国人増加のための国・地方公共団体への要望（有

無，内容），１６．今後宿泊してほしいと思う訪日外国人旅行者の出身国・地域，１７．今まで訪

日外国人旅行者の宿泊がなかった（受入れなかった）理由，１８．訪日外国人旅行者宿泊に当たっ

ての準備の有無及び内容，１９．訪日外国人旅行者に宿泊してほしくない（受入れたくない）理由 

※ 

【調査票名】 ２－訪日外国人旅行者の受入れに関する意識調査調査票（旅行業者） 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月１９日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年６月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２４７ 調査票承認番号（旧） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）旅行業 （抽出枠）社団法人日本旅行業協会加盟法人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，９８７／母１，９８７ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２０年５月上旬まで （系統）総務省行政評価局→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年４月１日 

【調査事項】 １．基本事項（旅行業登録の種類，営業所数，資本金の内外区分），２．ビジット・ジャパン・

キャンペーンの周知度，３．訪日外国人旅行者受入促進の重要度，４．訪日外国人旅行を事業とし
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て企画できる観光資源（有無，内容），５．訪日外国人旅行の取り扱いの有無，６．訪日外国人旅

行の取扱開始時期，７．訪日外国人旅行の種類，８．訪日外国人旅行で取り扱っている者の国・地

域，９．訪日外国人旅行取り扱い先上位５都道府県，１０．訪日外国人旅行の取り扱いに際し困っ

たこと（有無，内容），１１．地方公共団体・民間組織からの協力・支援（有無，内容），１２．

訪日外国人旅行者増加のための国・地方公共団体への要望（有無，内容），１３．訪日外国人旅行

を取り扱いたいと判断した理由，１４．訪日外国人旅行を取り扱っていない理由，１５．地方公共

団体・民間組織からの協力・支援の申し出の有無，申し出があった場合の検討の有無 

※ 

【調査票名】 ３－訪日外国人旅行者の受入れに関する意識調査調査票（交通事業者等） 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月１９日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年６月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２４８ 調査票承認番号（旧） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）交通事業者等（産業小分類４２１鉄道業，４３１一般乗

合旅客自動車運送業，４６１航空運送業，４８５運輸施設提供業，社団法人日本旅客船協会加盟法

人） （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査名簿及び社団法人日本旅客船加盟法人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，５１３／母１，５１３ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２０年５月上旬まで （系統）総務省行政評価局→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年４月１日 

【調査事項】 １．基本事項（交通事業等の種類，従業者規模），２．ビジット・ジャパン・キャンペーンの周

知度，３．訪日外国人旅行者受入促進の重要度，４．割引切符，共通乗車船券等について（導入の

有無，内容），５．外国語等による情報提供（努力義務）（周知度，情報提供促進措置を講ずべき

区間の指定の有無）６．外国語等による情報提供による訪日外国人旅行者の増加について，７．外

国語等による情報提供の有無，８．外国語等情報の提供場所，９．外国語等情報の提供内容及びナ

ンバリング導入の有無，１０．外国語等情報の提供手段について，１１．外国語情報の提供言語に

ついて，１２．緊急時の外国語等での情報提供の有無，１３．外国語対応職員研修等の実施の有無

及び研修内容 
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※ 

【調査票名】 ４－訪日外国人旅行者の受入れに関する意識調査調査票（ビジット・ジャパン案内所） 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月１９日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年６月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２４９ 調査票承認番号（旧） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）ビジット・ジャパン案内所 （属性）ビジット・ジャパン案内所 （抽

出枠）ビジット・ジャパン案内所一覧 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２０３／母２０３ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 

（把握時）平成２０年５月上旬まで （系統）総務省行政評価局→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年４月１日 

【調査事項】 １．基本事項（案内所所在都道府県，職員数等，開設時間及び休館日），２．案内所利用状況，

３．外国語による接遇（有無，接遇可能言語），４．接遇困難な言語に対する他の協力支援機関等

（利用の有無，機関の種類），５．訪日外国人旅行者が利用できるインターネット利用可能パソコ

ン・端末装置の有無，６．外国語版パンフレット等（配置の有無，言語，掲載内容），７．観光案

内以外のサービス（宿泊施設紹介，宿泊施設予約，交通機関予約，共通乗車船券等の販売，通訳案

内士の紹介，その他），８．訪日外国人旅行者からの要望受付等（実施の有無，情報提供先機関の

有無，情報提供先機関の種類） 



 - 64 -

【調査名】 平成２１年経済センサスー基礎調査第２次試験調査 

【実施機関】 総務省統計局 

【目 的】 平成２１年経済センサスの実施計画の企画に際し必要な事項を実地に検討する。 

【調査の構成】 １－平成２１年経済センサスー基礎調査第２次試験調査調査票Ａ，２－平成２１年経済センサス

ー基礎調査第２次試験調査調査票Ｂ，３－平成２１年経済センサスー基礎調査第２次試験調査本社

等確認票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（統計センター委託・機械集計） （公表）部内資料として使用し，公表しな

い。 

【経 費】 ２６，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－平成２１年経済センサスー基礎調査第２次試験調査調査票Ａ 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月１９日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年９月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２５０ 調査票承認番号（旧） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業又は団体 （属性）総務省が選定した５１市区に所在する民営の企

業・団体及び総務省が選定した企業・団体 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査名簿及び

商業・法人登記データ 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）８，１００／母４，５００，０００ （配布）郵送・調査員・オ

ンライン （取集）郵送・調査員・オンライン （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

総務省→都道府県→市（区）→調査員→報告者 総務省→都道府県→市（区）→報告者 総務省→

都道府県→報告者 総務省→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年６月１７日～７月２８日 

【調査事項】 １．名称及び電話番号，２．所在地，３．事業所の従業者数，４．事業所の事業の種類・業態，

５．事業所の開設時期，６．経営組織，７．資本金等の額及び外国資本比率，８．決算月，９．持

株会社か否か，１０．親会社の有無等，１１．子会社の有無等，１２．法人全体の常用雇用者数，

１３．法人全体の主な事業の種類，１４．支所等の有無等，１５．支所等について（１）名称及び
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電話番号，（２）所在地，（３）開設時期，（４）事業所の従業者数，（５）事業所の事業の種

類・業態 

※ 

【調査票名】 ２－平成２１年経済センサスー基礎調査第２次試験調査調査票Ｂ 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月１９日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年９月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２５１ 調査票承認番号（旧） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業又は団体 （属性）総務省が選定した５１市（区）に所在する民営

の企業・団体及び総務省が選定した企業・団体 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査名簿

及び商業・法人登記データ 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２４，０００／母１，３００，０００ （配布）郵送・調査員・

オンライン （取集）郵送・調査員・オンライン （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系

統）総務省→都道府県→市（区）→調査員→報告者 総務省→都道府県→市（区）→報告者 総務

省→都道府県→報告者 総務省→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年６月１７日～７月２８日 

【調査事項】 １．名称及び電話番号，２．所在地，３．開設時期，４．事業所の従業者数，５．事業所の事業

の種類・業態 

※ 

【調査票名】 ３－平成２１年経済センサスー基礎調査第２次試験調査本社等確認票 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月１９日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年９月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２５２ 調査票承認番号（旧） 

【調査対象】 （地域）総務省が選定した５１市（区） （単位）企業又は団体 （属性）総務省が選定した５

１市（区）に所在する民営の企業・団体 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査名簿及び商

業・法人登記データ 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）６００／母５，８００，０００ （配布）調査員 （取集）調査
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員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）総務省→都道府県→市（区）→調査員→報告

者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年６月２４日～７月１４日 

【調査事項】 １．事業所の本所・本社・本店の名称，所在地等，２．事業所の名称，所在地等 
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【調査名】 石油設備調査 

【実施機関】 資源エネルギー庁資源・燃料部政策課 

【目 的】 石油業者が有する貯油設備等の実態を調査し，総合的統計分析及び行政資料を得ること、また、石油

産業界が自ら設備増強・廃棄計画等の立案や石油製品の供給・調達体制の整理合理化を図る上での基礎

資料を得る。 

【調査の構成】 １－設備調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（民間委託・機械集計） （公表）「調査結果報告書」（経済産業省のホーム

ページに掲載）（調査年９月） （表章）全国 

※ 

【調査票名】 １－設備調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月２４日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年９月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２５３ 調査票承認番号（旧）２６４６４ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）石油の備蓄の確保等に関する法律第１３条，第２３条，

第２４条，第２５条に基づく届出・登録のあったもの（石油備蓄義務者）のうち対象設備を有して

いる者及び石油設備蓄義務者が使用権を有する対象設備の所有権を有する事業者 （抽出枠）石油

の備蓄の確保等に関する法律に基づく届出・登録簿及び石油製品需給動態統計調査の対象事業者名

簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１７４／母１７４ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オン

ライン （記入）自計 （把握時）平成２０年３月３１日現在 （系統）経済産業省→民間調査機

関→報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）平成２０年５月３１日 

【調査事項】 １．貯油設備（事業所名，事業所所在地（都道府県），油種別の基数と容量），２．タンクロー

リー（油種別，都道府県別，容量別の台数） 
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【調査名】 米穀の流通・消費等動態調査 

【実施機関】 農林水産省総合食料局食糧部計画課 

【目 的】 米穀生産者の米の品種別作付状況を把握し，食糧行政に必要な基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－品種別作付面積に関する調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）調査年の７月末までに公表 （表章）全国（沖縄を除

く） 

【経 費】 ３６，８８４千円 

【備 考】 米穀需給政策関係経費（３６，８８４千円）の一部 

※ 

【調査票名】 １－品種別作付面積に関する調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月２４日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年７月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２５４ 調査票承認番号（旧）２６８１０ 

【調査対象】 （地域）全国（沖縄を除く） （単位）世帯 （属性）稲の延作付面積が１０アール以上の農業

経営を行う世帯等 （抽出枠）「米麦の出荷等に関する基本調査」（承認統計調査）の調査結果 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８，３１０／母１，９６９，０００ （配布）地方農政局（農

政事務所）職員 （取集）地方農政局（農政事務所）職員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 

（系統）総合食料局→農政局→農政事務所→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年６月上旬 

【調査事項】 １．品種別作付面積に関する調査，（１）水稲うるち米（醸造用米を含む）及び水稲もち米の品

種別作付面積，（２）作付品種の変更状況 
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【調査名】 出所受刑者に対する処遇効果に関する意識調査 

【実施機関】 法務省矯正局成人矯正課 

【目 的】 出所受刑者に対して，矯正施設で現在実施している職業訓練，矯正教育等の矯正処遇が，改善更生や

社会復帰に対して有効であったかを調査し，これら矯正処遇の処遇効果を検証した結果を基に，再犯防

止に役立つ有効な職業訓練，矯正教育等の実施内容，実施方法を構築することにより，受刑者の再犯防

止につなげることを目的とする。 

【調査の構成】 １－社会生活に関するアンケート 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）平成２１年８月頃，政策評価に係る法務省事後評価実

施結果報告書 （表章）全国 

【経 費】 １，４０４千円 

※ 

【調査票名】 １－社会生活に関するアンケート 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月２６日 

【調査票承認期間終了日】 平成２１年１０月１０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２５５ 調査票承認番号（旧）２６８１１ 

【調査対象】 （地域）全国の刑務所等 （単位）個人 （属性）当該調査年度に出所する受刑者 （抽出枠）

被収容者人名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３１，０００ （配布）調査員 （取集）郵送 （記入）自計 （把

握時）調査日現在 （系統）刑務所・少年刑務所・拘置所→報告者→矯正管区→府中刑務所 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）出所６か月後 

【調査事項】 １．社会復帰の状況に関する意識，２．就職の状況，３．就職した職種，４．就職にいたる経

緯，５．職業訓練の就職への影響に関する意識，６．就職に役立った職業訓練の内容，７．所内教

育等の受講の感想，８．被害者に対する謝罪等の意識，９．出所後の生活状況 



 - 70 -

【調査名】 景気ウォッチャー調査 

【実施機関】 内閣府政策統括官（経済財政分析担当） 

【目 的】 地域の景気に関連の深い動きを観察できる立場にある人々の協力を得て，地域ごとの景気の的確かつ

迅速な把握に資するとともに，政府としての景気に関する判断材料の裾野の拡大を図るための基礎資料

を得る。 

【調査の構成】 １－景気ウォッチャー調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（民間委託・機械集計） （公表）「調査結果報告書」ＨＰ等にて公表（分析

完了次第）（翌月上旬） （表章）ブロック 

【経 費】 １４５，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－景気ウォッチャー調査票 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月２６日 

【調査票承認期間終了日】 平成２２年４月３０日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２５６ 調査票承認番号（旧）２６４６７ 

【調査対象】 （地域）北海道，東北，北関東，南関東，東海，北陸，近畿，中国，四国，九州，沖縄 （単

位）個人 （属性）代表的な経済活動項目の動向を敏感に反映する現象を観察できる業種の適当な

職種に従事する，次の要件を可能な限り満たす人物。１．立場ー自己の就いている職業を通じて，

自己の所属組織の状況に限らず，周囲の景気動向を敏感に反映する現象を観察できる立場にいる人

物。２．能力ー自己の職業を通じて観察できる現象を地域の景気動向との関係で的確に解説する資

質を有する人物。３．意欲ー地域の経済活動に関心があり，本調査に意欲的に参加する意思を有す

る人物。 （抽出枠）家計消費，企業活動，雇用動向等，代表的な経済活動項目の動向を敏感に反

映する現象を観察できる業種の適当な職種の中から選定 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２，０５０ （配布）郵送・オンライン （取集）オンライン・

電話自動応答システムで回答 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）内閣府→民間調査

機関→報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月２５日から月末日 
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【調査事項】 １．景気の現状（水準），２．景気の現状（方向性），３．景気の現状（方向性）の理由，４．

３の回答区分による補足事項（任意回答）又は具体的状況，５．景気の見通し（方向性），６．景

気の見通し（方向性）の理由等 
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【調査名】 平成２２年国勢調査第２次試験調査 

【実施機関】 総務省統計局統計調査部国勢統計課 

【目 的】 平成２２年国勢調査の実施に先立ち，平成２２年国勢調査第１次試験調査結果を踏まえた調査方法，

調査事務の再検討及び調査項目の検討を行い，同調査の実施計画の立案に必要な基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－平成２２年国勢調査第２次試験調査調査票 甲，２－平成２２年国勢調査第２次試験調査調

査票 乙，３－平成２２年国勢調査第２次試験調査世帯アンケート甲，４－平成２２年国勢調査第

２次試験調査世帯アンケート乙 

【集計・公表】 （集計）中央集計（統計センター委託・機械集計） （公表）部内資料として用いる （表章）

市町村 

【経 費】 ４７，５６５千円 

※ 

【調査票名】 １－平成２２年国勢調査第２次試験調査調査票 甲 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月３１日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年７月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２５７ 調査票承認番号（旧）２３３４４ 

【調査対象】 （地域）岩手県北上市，東京都豊島区，神奈川県横浜市，富山県高岡市，大阪府大阪市，兵庫県

神戸市，鳥取県米子市，高知県佐川町，長崎県佐世保市に属する平成１７年国勢調査調査区から選

定する調査区（１４０調査区） （単位）世帯 （属性）調査区内に常住する者 （抽出枠）平成

１７年国勢調査区一覧表 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）７，０００ （配布）調査員 （取集）郵送・調査員・オンライ

ン （記入）自計 （把握時）平成２０年６月１３日午前零時現在 （系統）総務省統計局→都府

県→市区町→指導員→調査員→世帯 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年６月５日～平成２０年７月１３日 

【調査事項】 １．世帯員に関する事項（１５項目），（１）氏名，（２）男女の別，（３）出生の年月，

（４）世帯主との続柄，（５）配偶の関係，（６）国籍，（７）現在の住居における居住期間，

（８）５年前の住居の所在地，（９）在学，卒業等教育の状況，（１０）就業状態，（１１）所属
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の事業所の名称及び事業内容，（１２）本人の仕事の内容，（１３）従業上の地位，（１４）従業

地又は通学地，（１５）従業地又は通学地までの利用交通手段，２．世帯に関する事項（５項

目），（１）世帯の種類，（２）世帯員の数，（３）住居の種類，（４）住宅の建て方，（５）住

宅の床面積の合計 

※ 

【調査票名】 ２－平成２２年国勢調査第２次試験調査調査票 乙 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月３１日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年７月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２５８ 調査票承認番号（旧）２３３４４ 

【調査対象】 （地域）岩手県北上市，東京都豊島区，神奈川県横浜市，富山県高岡市，大阪府大阪市，兵庫県

神戸市，鳥取県米子市，高知県佐川町，長崎県佐世保市に属する平成１７年国勢調査調査区から選

定する調査区（１４０調査区） （単位）世帯 （属性）調査区内に常住する者 （抽出枠）平成

１７年国勢調査調査区一覧表 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）７，０００ （配布）調査員 （取集）郵送・調査員・オンライ

ン （記入）自計 （把握時）平成２０年６月１３日午前零時現在 （系統）総務省統計局→都府

県→市区町→指導員→調査員→世帯 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年６月５日～平成２０年７月１３日 

【調査事項】 １．世帯員に関する事項（１５項目），（１）氏名，（２）男女の別，（３）出生の年月，

（４）世帯主との続柄，（５）配偶の関係，（６）国籍，（７）現在の住居における居住期間，

（８）５年前の住居の所在地，（９）在学，卒業等教育の状況，（１０）就業状態，（１１）所属

の事業所の名称及び事業内容，（１２）本人の仕事の内容，（１３）従業上の地位，（１４）従業

地又は通学地，（１５）従業地又は通学地までの利用交通手段，２．世帯に関する事項（５項

目），（１）世帯の種類，（２）世帯員の数，（３）住居の種類，（４）住宅の建て方，（５）住

宅の床面積の合計 

※ 

【調査票名】 ３－平成２２年国勢調査第２次試験調査世帯アンケート甲 
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【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月３１日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年７月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２５９ 調査票承認番号（旧）２３３４５ 

【調査対象】 （地域）岩手県北上市，東京都豊島区，神奈川県横浜市，富山県高岡市，大阪府大阪市，兵庫県

神戸市，鳥取県米子市，高知県佐川町，長崎県佐世保市に属する平成１７年国勢調査調査区から選

定する調査区（１４０調査区） （単位）世帯 （属性）第１次試験調査の対象調査区のうち，調

査票甲を使用する調査区に常住する者 （抽出枠）平成１７年国勢調査調査区一覧表 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）７，０００ （配布）調査員 （取集）郵送 （記入）自計 

（把握時）調査日現在 （系統）総務省統計局→都道府県→市区→指導員→調査員→報告者→総務

省統計局 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年７月３１日～ 

【調査事項】 １．調査項目の定義予備記入方法について，２．国勢調査の意義や申告義務等の認識度合いにつ

いて，３．調査員について，４．記入者の属性について 

※ 

【調査票名】 ４－平成２２年国勢調査第２次試験調査世帯アンケート乙 

【調査票承認期間開始日】 平成２０年３月３１日 

【調査票承認期間終了日】 平成２０年７月３１日 

【調査票番号】 調査票承認番号（新）２７２６０ 調査票承認番号（旧）２３３４６ 

【調査対象】 （地域）岩手県北上市，東京都豊島区，神奈川県横浜市，富山県高岡市，大阪府大阪市，兵庫県

神戸市，鳥取県米子市，高知県佐川町，長崎県佐世保市に属する平成１７年国勢調査調査区から選

定する調査区（１４０調査区） （単位）世帯 （属性）第１次試験調査の対象調査区のうち，調

査票乙を使用する調査区に常住する者 （抽出枠）平成１７年国勢調査調査区一覧表 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）７，０００ （配布）調査員 （取集）郵送 （記入）自計 

（把握時）調査日現在 （系統）総務省統計局→都府県→市区町→指導員→調査員→世帯 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年７月３１日～ 

【調査事項】 １．調査項目の定義及び記入方法について，２．国勢調査の意義や申告義務等の認識度合いにつ
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いて，３．調査員について，４．記入者の属性について 

 



 - 77 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 届 出 統 計 調 査 の 受 理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注：「報告様式名」欄について 
 

  報告様式が２以上ある場合には、報告様式名の頭 
 

 に数字を付し、調査内容の説明の簡略化を図った。 
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（１） 新 規 

【調査名】 平成２０年度障害のある人の生活と福祉に関する調査 

【実施機関】 滋賀県 

【目 的】 障害のある人が身近な地域で生き生きと生活できる社会を実現するため，滋賀県における身体障害

者・知的障害者・精神障害者（障害児を含む。以下同じ）の生活実態を把握し，平成２０年度に行う

「障害者福祉しがプラン」の見直し作業および今後の障害者施策を進めるうえでの基礎データとするこ

とを目的とする。 

【調査の構成】 １－身体調査票，２－療育調査票，３－精神調査票 

【集計・公表】 （集計）（民間委託・機械集計） （公表）報告書作成及びホームページ （表章）都道府県 

【経 費】 ６，５９１千円 

※ 

【調査票名】 １－身体調査票 

【受理年月日】 平成２０年３月１３日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８００７ 受理番号（旧） 

【調査対象】 （地域）滋賀県全域 （単位）個人 （属性）身体障害者福祉法（昭和２４年１２月２６日法律

第２３８号）に基づく身体障害者手帳の交付を受けているもの （抽出枠）身体障害者手帳交付状

況台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，８７０／母４８，７００ （配布）併用 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）滋賀県→委託業者→調査対象者→滋賀県 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年５月１５日～平成２０年６月３０日 

【調査事項】 １．障害者の性別，年齢，居住地，２．障害の状況（障害者手帳等の等級，障害程度区分等），

３．介助・支援の必要度合い，４．世帯の状況，５．就労状況，及び収入，６．福祉サービスの利

用状況，７．日常の過ごし方，８．行政に望むこと等 

※ 

【調査票名】 ２－療育調査票 

【受理年月日】 平成２０年３月１３日 
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【受理番号】 受理番号（新）１０８００７ 受理番号（旧） 

【調査対象】 （地域）滋賀県全域 （単位）個人 （属性）昭和４８年９月２７日厚生省発児１５６号厚生事

務次官通知に基づく療育手帳の交付を受けているもの （抽出枠）療育手帳交付状況台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，７２０／母８，６２０ （配布）併用 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）滋賀県→委託業者→調査対象者→滋賀県 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年５月１５日～平成２０年６月３０日 

【調査事項】 １．障害者の性別，年齢，居住地，２．障害の状況（障害者手帳等の等級，障害程度区分等），

３．介助・支援の必要度合い，４．世帯の状況，５．就労状況，及び収入，６．福祉サービスの利

用状況，７．日常の過ごし方，８．行政に望むこと等 

※ 

【調査票名】 ３－精神調査票 

【受理年月日】 平成２０年３月１３日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８００７ 受理番号（旧） 

【調査対象】 （地域）滋賀県全域 （単位）個人 （属性）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和

２５年５月１日法律第１２３号）に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもの （抽

出枠）精神障害者保健福祉手帳交付状況台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，９００／母５，８５０ （配布）併用 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）滋賀県→委託業者→調査対象者→滋賀県 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年５月１５日～平成２０年６月３０日 

【調査事項】 １．障害者の性別，年齢，居住地，２．障害の状況（障害者手帳等の等級，障害程度区分等），

３．介助・支援の必要度合い，４．世帯の状況，５．就労状況，及び収入，６．福祉サービスの利

用状況，７．日常の過ごし方，８．行政に望むこと等 
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【調査名】 訪日外国人旅行者の受入れに関する意識調査 

【実施機関】 総務省行政評価局 

【目 的】 総務省は，外国人が快適に観光できる環境の整備のための施策について，総体としてどの程度効果を

あげているかなどの総合的な観点から評価を行い，関係行政の今後の在り方の検討に資するため，平成

１９年８月から「外国人が快適に観光できる環境の整備に関する政策評価（総合性確保評価）」を実施

している。本調査は，上記政策評価の一環として，外国人が快適に観光できる環境の整備を行うための

事業の現状や課題等を把握し，同事業の推進施策を評価する上で活用するためのものである。 

【調査の構成】 １－訪日外国人旅行者の受入れに関する意識調査調査票（地方公共団体），２－訪日外国人旅行

者の受入れに関する意識調査都道府県・市区町村観光案内所調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）平成２０年１２月末，「外国人が快適に観光できる環

境の整備に関する政策評価書」に併せて公表予定 （表章）全国，都道府県 

※ 

【調査票名】 １－訪日外国人旅行者の受入れに関する意識調査調査票（地方公共団体） 

【受理年月日】 平成２０年３月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８００８ 受理番号（旧） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）都道府県，市区町村 （属性）都道府県，市区町村 （抽出枠）都道府

県ホームページに掲載されている市区町村一覧等 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，８７４／母１，８７４ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２０年４月１日 （系統）総務省行政評価局→報告者→総務省行政評価局 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年５月上旬 

【調査事項】 １．基本事項（１）地方公共団体の種類，（２）外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進によ

る国際観光の振興に関する法律（平成９年法律第９１号）に基づく外客来訪促進地域への指定の有

無，（３）地域観光振興計画の策定の有無，２．訪日外国人旅行者受入促進の重要度，３．観光統

計等（訪日外国人旅行者の入込数を把握・利用できる統計の有無，入込数の状況，増加要因），

４．観光資源（有無，内容），５．訪日外国人旅行者受入促進事業（実施の有無，内容，事業費，

重視する点，連携の有無，連携先機関，外国語対応観光情報サイト，パンフレット，低コスト観光
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の提供取組内容），６．訪日外国人旅行者受入れ促進事業推進民間組織（有無，増減の状況），

７．訪日外国人旅行者受入れ促進のための諸外国における訪日ニーズに係る情報収集活動（実施の

有無，情報収集先），８．姉妹・友好都市提携（有無，観光プロモーション実施の有無），９．受

入れたい訪日外国人旅行者の国・地域（有無，国・地域），１０．訪日外国人旅行者の受入れに効

果があると考える事業（実施の有無，内容），１１．ビジット・ジャパン・キャンペーン等（有効

度，国への要望の有無・内容），１２．訪日外国人旅行者の受入促進のための課題（有無，内

容），１３．地方公共団体協力関係観光案内所（有無，満足度） 

※ 

【調査票名】 ２－訪日外国人旅行者の受入れに関する意識調査都道府県・市区町村観光案内所調査票 

【受理年月日】 平成２０年３月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８００８ 受理番号（旧） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）都道府県，市区町村 （属性）都道府県，市区町村 （抽出枠）都道府

県ホームページに掲載されている市区町村一覧等 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，８７４／母１，８７４ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２０年４月１日 （系統）総務省行政評価局→報告者→総務省行政評価局 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年５月上旬 

【調査事項】 １．基本事項（１）案内所所在都道府県，（２）職員数等，（３）開設時間及び休館日，２．案

内所利用状況，３．外国語による接遇（有無，接遇可能言語），４．接遇困難な言語に対する他の

協力支援機関等（利用の有無，機関の種類），５．訪日外国人旅行者が利用できるインターネット

利用可能パソコン・端末装置の有無，６．外国語版パンフレット等（配置の有無，言語，掲載内

容），７．観光案内以外のサービス（宿泊施設紹介，宿泊施設予約，交通機関予約，共通乗車船券

等の販売，通訳案内士の紹介，その他），８．訪日外国人旅行者からの要望受付等（実施の有無，

情報提供先機関の有無，情報提供先機関の種類） 
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【調査名】 平成２０年度生活習慣病予防支援システムに伴う生活習慣アンケート調査 

【実施機関】 岩手県 

【目 的】 岩手県民の生活習慣の実態を把握し，岩手県健康増進計画「健康いわて２１プラン」の評価及び生活

習慣病対策の基礎資料とする。 

【調査の構成】 １－調査票様式２，２－調査票様式１，３－調査票様式１ 

【集計・公表】 （集計）地方集計（機械集計） （公表）平成２０年１２月末 岩手県環境保健総合情報システ

ムで還元，平成２１年３月末 生活習慣病予防支援システム集計結果の概要として報告 （表章）

都道府県 

※ 

【調査票名】 １－調査票様式１ 

【受理年月日】 平成２０年３月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８００９ 受理番号（旧） 

【調査対象】 （地域）岩手県全域 （単位）個人 （属性）県内の小学校（１年生，４年生のうち調査の協力

が得られる者 （抽出枠）学校一覧 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （配布）対象学校学級担任 （取集）対象学校学級担任 （記入）自計 

（把握時）調査日現在 （系統）環境保健研究センター（保健所）→教育委員会→学校→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２０年１１月２０日 

【調査事項】 １．体格，２．食生活習慣，３．歯磨き習慣，４．睡眠時間 

※ 

【調査票名】 ２－調査票様式２ 

【受理年月日】 平成２０年３月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１８００９ 受理番号（旧） 

【調査対象】 （地域）岩手県全域 （単位）個人 （属性）県内の中学校（１年生，３年生）のうち調査の協

力が得られるもの （抽出枠）学校一覧 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （配布）対象学校学級担任 （取集）対象学校学級担任 （記入）自計 

（把握時）調査日現在 （系統）環境保健研究センター（保健所）→教育委員会→学校→報告者 
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【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２０年１１月２０日 

【調査事項】 １．体格，２．食生活習慣，３．歯磨き習慣，４．睡眠時間，５．運動習慣，６．困ったときの

相談先 

※ 

【調査票名】 ３－調査票様式１ 

【受理年月日】 平成２０年３月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８００９ 受理番号（旧） 

【調査対象】 （地域）岩手県全域 （単位）個人 （属性）県内の県立高校生（３年生）のうち調査の協力が

得られる者 （抽出枠）学校一覧 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （配布）対象学校学級担任 （取集）対象学校学級担任 （記入）自計 

（把握時）調査日現在 （系統）環境保健研究センター（保健所）→教育委員会→学校→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２０年１１月２０日 

【調査事項】 １．体格，２．食生活習慣，３．歯磨き習慣，４．睡眠時間，５．運動習慣，６．困ったときの

相談先 
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【調査名】 民間企業における役員報酬（給与）等調査 

【実施機関】 人事院 

【目 的】 指定職俸給票の適用を受ける職員の給与の総合的検討のための資料の確保及び役員退職慰労金支払状

況の把握。 

【調査の構成】 １－役員報酬（給与）調査調査票Ⅰ－Ａ，２－役員報酬（給与）調査調査票Ⅰ－Ｂ，３－役員の

退職慰労金調査調査票Ⅱ 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）１２月頃調査協力企業に「役員の報酬（給与）調査結

果概要」及び「役員退職慰労金調査結果概要」を郵送。 （表章）全国 

【経 費】 ２，１５４千円 

※ 

【調査票名】 １－役員報酬（給与）調査調査票Ⅰ－Ａ 

【受理年月日】 平成２０年３月３１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８０１０ 受理番号（旧） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）職種別民間給与実態調査の属性的範囲のうち企業規模

５００人以上の本店（医療法人，学校法人等を除く。） （抽出枠）職種別民間給与実態調査で作

成している母集団名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，３００／母３，７００ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）人事院→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２０年５月８日～平成２０年６月３０日 

【調査事項】 １．平成１９年の役名別年間報酬総額（賞与等を含む。）及び人数，２．平成１９年１月から１

２月までの間の報酬（給与）月額の改定状況，３．平成２０年１月以降の報酬（給与）月額の改定

状況（予定を含む），４．報酬（給与）月額のカット状況（予定を含む），５．平成１９年の年間

賞与の支給状況，６．平成２０年の年間賞与の支給予定，７．平成１９年の年間賞与額及び平成１

９年１２月分の報酬（給与）月額，８．役員退職慰労金の報酬繰入れ状況，９．役員に対するスト

ックオプション制度の導入状況，１０．執行役員の位置付け 

※ 
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【調査票名】 ２－役員報酬（給与）調査調査票Ⅰ－Ｂ 

【受理年月日】 平成２０年３月３１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８０１０ 受理番号（旧） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）職種別民間給与実態調査の属性的範囲のうち企業規模

５００人以上の企業の本店（医療法人，学校法人等を除く。） （抽出枠）職種別民間給与実態調

査で作成している母集団名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，３００／母３，７００ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）人事院→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２０年５月８日～平成２０年６月３０日 

【調査事項】 １．平成１９年の役名別年間報酬総額，２．平成１９年１月から１２月までの間の報酬（給与）

月額の改定状況，３．平成２０年１月以降の報酬（給与）月額の改定状況（予定を含む。），４．

報酬（給与）月額のカット状況（予定を含む。），５．平成１９年の年間賞与の支給状況，６．平

成２０年の年間賞与の支給予定，７．平成１９年の年間賞与額及び平成１９年１２月分の報酬（給

与）月額，８．役員退職慰労金の報酬繰入れ状況，９．役員に対するストックオプション制度の導

入状況 

※ 

【調査票名】 ３－役員の退職慰労金調査調査票Ⅱ 

【受理年月日】 平成２０年３月３１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８０１０ 受理番号（旧） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）職種別民間給与実態調査の属性的範囲のうち企業規模

５００人以上の企業の本店（医療法人，学校法人等を除く） （抽出枠）職種別民間給与実態調査

で作成している母集団名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，３００／母３，７００ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）人事院→報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）平成２０年５月８日～平成２０年６月３０日 

【調査事項】 １．役名別退職慰労金支給額及び退職時の報酬（給与）月額，２．役員としての在任期間及び退
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職年月，３．退職慰労金の支給基準，４．委員会等設置会社への移行状況 
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（２） 変 更 

【調査名】 卒業後の状況調査付帯調査 

【実施機関】 鹿児島県企画部統計課 

【目 的】 高等学校生徒の卒業後の状況を把握するため，卒業者の進学及び就職状況を明らかにする。 

【調査の構成】 １－高等学校調査票（Ａ票），２－高等学校調査票（Ｂ票） 

【集計・公表】 （集計）地方集計（機械集計） （公表）「学校基本調査報告書」（毎年１月頃） （表章）都

道府県 

【経 費】 ３５３千円 

【備 考】 今回の内容は，文部科学省所管「学校基本調査」調査票様式変更に伴う関連項目の変更である。（産

業分類変更） 

※ 

【調査票名】 １－高等学校調査票（Ａ票） 

【受理年月日】 平成２０年３月４日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８００９ 受理番号（旧）２０４０１６ 

【調査対象】 （地域）鹿児島県全域 （単位）学校 （属性）鹿児島県内全ての高等学校 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０３ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン 

（記入）自計 （把握時）５月１日現在 （系統）鹿児島県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年５月１日 

【調査事項】 １．学校の所在地，２．学校名，３．学校種別，４．設置者別，５．本校分校，６．学科別，

７．過程別，８．進路別卒業者数（平成２０年３月本科卒業者），９．専修学校等進学者及び入学

者の内訳（再掲），１０．一時的な仕事に就いた者及び左記以外の者の将来の進路希望（再掲），

１１．理由別県外就職者数（再掲），１２．平成２０年３月本科卒業者のうち進学者（再掲）及び

入学志願者数（通信教育部入学者・就職進学者を含み，専攻科及び別科の修了者は除く），１３．

平成１９年３月以前卒業者のうち本年度大学学部短期大学本科への進学者及び入学志願者数，１

４．ルート別就職者数（就職者全員）（再掲），１５．自家業就職者の内訳（再掲） 

※ 
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【調査票名】 ２－高等学校調査票（Ｂ票） 

【受理年月日】 平成２０年３月４日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８００９ 受理番号（旧）２０４０１６ 

【調査対象】 （地域）鹿児島県全域 （単位）学校 （属性）県内すべての高等学校 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０３ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン 

（記入）自計 （把握時）毎年５月１日現在 （系統）鹿児島県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年５月１日 

【調査事項】 １．学校名，２．学校種別，３．設置者別，４．本校分校，５．学科別，６．課程別，７．男女

別 
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【調査名】 新規学卒者実態調査 

【実施機関】 大分県企画振興部統計調査課 

【目 的】 高等学校以上の新規学卒者の進学，就職等の進路状況を県内・県外別に調査し，卒業者の流動状況を

明らかにする。 

【沿 革】 本調査は、平成４年以降毎年実施しているものである。 

【調査の構成】 １－新規学卒者実態調査票（大学），２－新規学卒者実態調査票（短期大学・高等専門学校），

３－新規学卒者実態調査票（専修学校），４－新規学卒者実態調査票（高等学校） 

【集計・公表】 （集計）地方集計（機械集計） （公表）毎年１１月「調査結果報告書」及び大分県のホームペ

ージ （表章）都道府県 

【経 費】 ３０１千円 

※ 

【調査票名】 １－新規学卒者実態調査票（大学） 

【受理年月日】 平成２０年３月４日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０１０ 受理番号（旧）２０６０１３ 

【調査対象】 （地域）大分県全域 （単位）学校 （属性）大学 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）各年５

月１日 （系統）大分県→学校（報告者） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）別に定める期日（例年５月中旬～下旬） 

【調査事項】 １．卒業者の内訳，（１）学部・学科別の男女別卒業者数（再掲：県内高校出身者の状況），

（２）学部・学科別の男女別就職者数（県内就職者，県外就職者（うち県外就職者の就職地域別

数）（再掲：県内高校出身者の状況），（３）学部，学科別の男女別の進学者数（うち県内進学者

数）（再掲：県内高校出身者の状況），（４）一時的な仕事に就いた者（再掲：県内高校出身者の

状況），（５）その他（うち県内居住者）（再掲：県内高校出身者の状況），２．就職先の産業別

就職者数（学部・学科別の男女別就職者について，産業分類別に県内就職者数及び県外別就職者数

を把握する。） 

※ 
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【調査票名】 ２－新規学卒者実態調査票（短期大学・高等専門学校） 

【受理年月日】 平成２０年３月４日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０１０ 受理番号（旧）２０６０１３ 

【調査対象】 （地域）大分県全域 （単位）学校 （属性）短期大学、高等専門学校 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）各年５

月１日現在 （系統）大分県→学校（報告者） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）別に定める期日（例年５月中旬～下旬） 

【調査事項】 １．卒業者の内訳，（１）学部・学科別の男女別卒業者数（再掲：県内高校出身者の状況），

（２）学部・学科別の男女別就職者数（県内就職者，県外就職者（うち県外就職者の就職地域別

数）（再掲：県内高校出身者の状況），（３）学部・学科別の男女別の進学者数（うち県内進学者

数）（再掲：県内高校出身者の状況），（４）一時的な仕事に就いた者（うち県内居住者）（再

掲：県内高校出身者の状況），（５）その他（うち県内居住者）（再掲：県内高校出身者の状

況），２．就職先の産業別就職者数（学部・学科別の男女別就職者について，産業分類別に県内就

職者数及び県外別就職者数を把握する。） 

※ 

【調査票名】 ３－新規学卒者実態調査票（専修学校） 

【受理年月日】 平成２０年３月４日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０１０ 受理番号（旧）２０６０１３ 

【調査対象】 （地域）大分県全域 （単位）学校 （属性）専門課程を有する専修学校 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３２ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）各年

５月１日現在 （系統）大分県→学校（報告者） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）別に定める期日（例年５月中旬～下旬） 

【調査事項】 １．卒業者の内訳，（１）学部・学科別の男女別卒業者数（再掲：県内高校出身者の状況），

（２）学部・学科別の男女別就職者数（県内就職者，県外就職者（うち県外就職者の就職地域別

数）（再掲：県内高校出身者の状況），（３）学部・学科別の男女別の進学者数（うち県内進学者

数）（再掲：県内高校出身者の状況），（４）一時的な仕事に就いた者（うち県内居住者）（再
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掲：県内高校出身者の状況），（５）その他（うち県内居住者）（再掲：県内高校出身者の状

況），２．就職先の産業別就職者数（学部・学科別の男女別就職者について，産業分類別に県内就

職者及び県外就職者数を把握する。） 

※ 

【調査票名】 ４－新規学卒者実態調査票（高等学校） 

【受理年月日】 平成２０年３月４日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０１０ 受理番号（旧）２０６０１３ 

【調査対象】 （地域）大分県全域 （単位）学校 （属性）高等学校 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６７ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）各年

５月１日現在 （系統）大分県→学校（報告者） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）別に定める期日（例年５月中旬～下旬） 

【調査事項】 １．進路別卒業者の内訳，（１）学科別，進学先別の男女別進学者数（うち県内進学者数），

（２）学科別の男女別就職者数（うち県内就職者数），（３）学科別の男女別一時的な仕事に就い

た者（うち県内居住者），（４）その他（上記以外の者，死亡・不詳）（うち県内居住者），２．

県内就職者の内訳（市町村別・男女別） 
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【調査名】 ひとり暮らし高齢者基礎調査 

【実施機関】 群馬県 

【目 的】 群馬県内のひとり暮らし高齢者の実態を把握し，今後の高齢者保健福祉対策等の基礎資料とする。 

【調査の構成】 １－ひとり暮らし高齢者基礎調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計（手集計） （公表）平成２０年１１月～１２月，各市町村主管課，各保健福

祉事務所へ集計結果及び概要を郵送。群馬県統計情報提供システムにて公表。 （表章）都道府県 

【経 費】 １７０千円 

※ 

【調査票名】 １－ひとり暮らし高齢者基礎調査票 

【受理年月日】 平成２０年３月４日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０１１ 受理番号（旧）１０４３７６ 

【調査対象】 （地域）群馬県全域 （単位）個人 （属性）６５歳以上，かつ，調査時点で入院していないひ

とり暮らし高齢者 （抽出枠）住民基本台帳及び前年度調査結果による名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４２，０００ （配布）民生委員児童委員 （取集）民生委員児童委

員 （記入）他計 （把握時）平成２０年６月１日 （系統）群馬県→市町村→調査員→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２０年６月１日 

【調査事項】 １．氏名，年齢，生年月日，性別，現住所，２．現在の居住状況等，３．緊急時連絡先（集計事

項ではない），４．健康状態，５．日常生活や地域のことで不安に感じること，６．４や５につい

て相談できる人 
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【調査名】 鳥取県企業経営者見通し調査 

【実施機関】 鳥取県企画部統計課 

【目 的】 企業経営者の景気及び経営に対する判断及び見通しを調査し，景気の動向を把握するための基礎資料

を得る。 

【調査の構成】 １－鳥取県企業経営者見通し調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計（機械集計） （公表）「調査結果報告書」（各調査月末） 

【経 費】 ８７８千円 

※ 

【調査票名】 １－鳥取県企業経営者見通し調査票 

【受理年月日】 平成２０年３月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０１２ 受理番号（旧）２０６１２３ 

【調査対象】 （地域）鳥取県全域 （単位）事業所 （属性）従業者３０人以上の民営事業所 （抽出枠）平

成１８年事業所・企業統計調査調査区別民営事業所漢字リスト 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３００／母１，２１４ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年２，５，８，１１月１日現在 （系統）鳥取県

→報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）毎年２，５，８，１１月１日 

【調査事項】 １．事業所の概要，２．業界の景気に対する見通し（全産業），３．売上高の増減・要因，４．

経常利益の増減・要因，５．設備投資の状況・投資目的，６．生産設備の状況（製造業のみ），

７．生産数量の状況（製造業のみ），８．製品・商品の在庫水準（製造業，卸売・小売業のみ），

９．資金繰りの状況（全産業），１０．企業経営上の問題（全産業），１１．対米ドル円相場の影

響について（全産業），１２．現在の景況感，企業経営上の問題点， 
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【調査名】 職種別民間給与実態調査 

【実施機関】 人事院給与局給与第一課 

【目 的】 国家公務員法及び地方公務員法に規定する趣旨に基づいて，国家公務員及び地方公務員の給与と民間

従業員の給与とを比較検討するための基礎資料の作成を行う。 

【沿 革】 昭和２３年７月に第１回が行われ，毎年１回（昭和２５年のみは２回）実施されている。昭和３９年

までは事業所規模５０人以上を調査対象としていたが，経済成長による民間企業の規模構成の変化等に

応じ，昭和４０年以降は，事業所規模５０人以上，かつ，企業規模１００人以上を対象に調査してい

る。その後，平成１８年以降は企業規模を従業員５０人以上に引き下げて調査を実施している。 

【調査の構成】 １－事業所票（１），２－事業所票（２），３－初任給調査票，４－個人票 

【集計・公表】 （集計）中央集計（統計センター委託・機械集計） （公表）平成２０年勧告日移行，人事院及

び各人事委員会における勧告の際の報告等による。 （表章）全国 

【経 費】 ５１，６５５千円 

※ 

【調査票名】 １－事業所票（１） 

【受理年月日】 平成２０年３月３１日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０１３ 受理番号（旧）２０７０１５ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）平成２０年４月分の最終給与締切日現在において，企

業規模５０人以上で事業所規模５０人以上の事業所（日本標準産業分類で農業，林業，宿泊業，飲

食サービス業及び複合サービス事業を除く１５大産業） （抽出枠）独自に作成している母集団名

簿（把握している企業については，毎年従業員数等の確認を行い，また，毎年国税庁より提供を受

けている源泉徴収義務者一覧表に基づき新規事業所を把握するとともに，最新の事業所・企業統計

調査により照合する） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１１，０００／母５２，５００ （配布）調査員 （取集）調

査員 （記入）他計 （把握時）平成２０年４月分最終給与締切日現在 （系統）人事院→人事院

地方事務局（所）及び各都道府県市特別区人事委員会→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）事業所票（１）の６月以降に支払われる夏季賞与及び臨時給与につ
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いては，平成２０年７月３１日まで 

【調査事項】 １．事業所名，２．賞与及び臨時給与の支払状況（平成１８年８月～平成１９年７月），（１）

事務・技術等従業員に係る支給人員及び支給総額，（２）技能・労務等従業員（工員）に係る支給

人員及び支給総額，３．きまって支給する給与の支払状況（平成１８年８月～平成１９年７月），

（１）事務・技術等従業員に係る支給人員，きまって支給する給与の支給総額及びきまって支給す

る給与の支給総額のうち時間外手当総額，（２）技能・労務等従業員（工員）に係る支給人員，き

まって支給する給与の支給総額及びきまって支給する給与の支給総額のうち時間外手当総額， 

（注）２．および３．について，本調査の調査機関は基本的に平成１９年５～６月であることか

ら，それ以降の実績については，後日，支払われた後に確認することとしている． 

※ 

【調査票名】 ２－事業所票（２） 

【受理年月日】 平成２０年３月３１日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０１３ 受理番号（旧）２０７０１５ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）平成２０年４月分の最終給与締切日現在において，企

業規模５０人以上で事業所規模５０人以上の事業所（日本標準産業分類で農業，林業，宿泊業，飲

食サービス業及び複合サービス業を除く１５大産業） （抽出枠）独自に作成している母集団名簿

（把握している企業については，毎年従業員数等の確認を行い，また，毎年国税庁より提供を受け

ている厳選徴収義務者一覧表に基づき新規事業所を把握するとともに，最新の事業所・企業統計調

査により照合する。 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１１，０００／母５２，５００ （配布）調査員 （取集）調

査員 （記入）他計 （把握時）平成２０年４月分の最終給与締切日現在 （系統）人事院→人事

院地方事務局（所）及び各都道府県市特別区人事委員会→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２０年５月１日～平成２０年６月１８日 

【調査事項】 １．事業所名，２．本年の給与改定の状況（事務・技術関係職種），３．平成１９年冬季賞与の

支給状況（事務・技術関係職種），４．給与の地域差に関する状況（勤務地限定社員を除く），

５．家族手当の支給状況，６．住宅手当の支給状況，７．通勤手当の支給状況，８．単身赴任者に
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対する手当の支給状況，９．雇用調整の状況等 

※ 

【調査票名】 ３－初任給調査票 

【受理年月日】 平成２０年３月３１日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０１３ 受理番号（旧）２０７０１５ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）平成２０年４月分の最終給与締切日現在において，企

業規模５０人以上で事業所規模５０人以上の事業所（日本標準産業分類で農業，林業，宿泊業，飲

食サービス業及び複合サービス事業を除く１５大産業） （抽出枠）独自に作成している母集団名

簿（把握している企業については，毎年従業員数等の確認を行い，また，毎年国税庁より提供を受

けている源泉徴収義務者一覧表に基づき新規事業所を把握するとともに，最新の事業所・企業統計

調査により照合する。） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１１，０００／母５２，５００ （配布）調査員 （取集）調

査員 （記入）他計 （把握時）平成２０年４月分の最終給与締切日現在 （系統）人事院→人事

院地方事務局（所）及び各都道府県市特別区人事委員会→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２０年５月１日～平成２０年６月１８日 

【調査事項】 １．事業所名，２．新規学卒（事務・技術）の採用の有無，初任給額の変更状況，３．職種別，

学歴別，採用者数，４．職種別，学歴別，初任給月額 

※ 

【調査票名】 ４－個人票 

【受理年月日】 平成２０年３月３１日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０１３ 受理番号（旧）２０７０１５ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）平成２０年４月分の最終給与締切日現在において，企

業規模５０人以上で事業所規模５０人以上の事業所（日本標準産業分類で農業，林業，宿泊業，飲

食サービス業及び複合サービス事業を除く１５大産業） （抽出枠）独自に作成している母集団名

簿（把握している企業については，毎年従業員数等の確認を行い，また，毎年国税庁より提供を受

けている源泉徴収義務者一覧表に基づき新規事業所を把握するとともに，最新の事業所・企業統計
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調査により照合する。 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１１，０００／母５２，５００ （配布）調査員 （取集）調査員 

（記入）他計 （把握時）平成２０年４月分最終給与締切日現在 （系統）人事院→人事院地方事

務局（所）及び各都道府県市特別区人事委員会→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２０年５月６日～平成２０年６月１８日 

【調査事項】 １．事業所名，２．職種番号，３．該当従業員数，４．満年齢，５．学歴，６．性別，７．平成

２０年４月分「きまって支給する給与総額」並びに「うち時間外手当額」及び「うち通勤手当額」 
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【調査名】 国民健康保険事業月報等 

【実施機関】 厚生労働省保険局調査課 

【目 的】 国民健康保険の事業状況を保険者毎に把握し，制度の健全な運営に広く活用するための基礎資料を得

ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－国民健康保険毎月事業状況報告書（事業月報）Ａ表，２－国民健康保険毎月事業状況報告書

（事業月報）Ｃ表，３－国民健康保険退職者医療毎月事業状況報告書（退職者医療事業月報）Ｅ

表，４－国民健康保険退職者医療毎月事業状況報告書（退職者医療事業月報）Ｆ表，５－国民健康

保険事業状況報告書（事業年報）Ａ表，６－国民健康保険事業状況報告書（事業年報）Ｂ表，７－

国民健康保険事業状況報告書（事業年報）Ｃ表，８－国民健康保険退職者医療事業状況報告書（退

職者医療事業年報）Ｅ表，９－国民健康保険退職者医療事業状況報告書（退職者医療事業年報）Ｆ

表 

【集計・公表】 （集計）中央集計（機械集計） （公表）事業年報（毎年９月末）・主要な部分については厚生

労働省ホームページで公表 （表章）全国 

【経 費】 ３０，９７３千円 

※ 

【調査票名】 １－国民健康保険毎月事業状況報告書（事業月報）Ａ表 

【受理年月日】 平成２０年３月３１日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０１４ 受理番号（旧）２０６１１８ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）保険者（市区町村，国民健康保険組合） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，９６９ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン 

（記入）自計 （把握時）月末 （系統）厚生労働省→都道府県→保険者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月２０日 

【調査事項】 １．世帯数，２．被保険者数（退職被保険者，一般被保険者），被保険者増減状況，事務職員数 

等 

※ 

【調査票名】 ２－国民健康保険毎月事業状況報告書（事業月報）Ｃ表 
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【受理年月日】 平成２０年３月３１日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０１４ 受理番号（旧）２０６１１８ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）保険者（市区町村，国民健康保険組合） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，９６９ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン 

（記入）自計 （把握時）月末 （系統）厚生労働省→都道府県→保険者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月２０日 

【調査事項】 １．医療給付の状況（全体，前期高齢者，７０歳以上一般，７０歳以上現役並み所得者，未就学

児別の件数，費用額等），２．高額療養費の状況（１．と同様の内訳別件数，高額療養費等），高

額介護合算療養費の状況（件数，給付額），出産育児・葬祭等その他の保険給付等，３．療養の給

付等内訳（１．と同様の内訳別件数，日数，費用額等） 

※ 

【調査票名】 ３－国民健康保険退職者医療毎月事業状況報告書（退職者医療事業月報）Ｅ表 

【受理年月日】 平成２０年３月３１日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０１４ 受理番号（旧）２０６１１８ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）保険者（市区町村，国民健康保険組合） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，９６９ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン 

（記入）自計 （把握時）月末 （系統）厚生労働省→都道府県→保険者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月２０日 

【調査事項】 １．世帯数（単独・混合），２．退職被保険者等数（退職被保険者，被扶養者） 

※ 

【調査票名】 ４－国民健康保険退職者医療毎月事業状況報告書（退職者医療事業月報）Ｆ表 

【受理年月日】 平成２０年３月３１日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０１４ 受理番号（旧）２０６１１８ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）保険者（市区町村，国民健康保険組合） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，９６９ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン 

（記入）自計 （把握時）月末 （系統）厚生労働省→都道府県→保険者 



 101

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月２０日 

【調査事項】 １．医療給付の状況（全体，未就学児別の件数費用額等），高額療養費の状況（総数，未就学児

別の件数，高額療養費等）等，２．療養の給付等内訳（全体，未就学児別の件数，日数，費用額

等） 

※ 

【調査票名】 ５－国民健康保険事業状況報告書（事業年報）Ａ表 

【受理年月日】 平成２０年３月３１日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０１４ 受理番号（旧）２０６１１８ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）保険者（市区町村，国民健康保険組合） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，９６９ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン 

（記入）自計 （把握時）年末 （系統）厚生労働省→都道府県→保険者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月３１日 

【調査事項】 １．世帯数，２．被保険者数（退職被保険者，一般被保険者），被保険者増減状況，事務職員

数，出産育児・葬祭等その他の保険給付 等 

※ 

【調査票名】 ６－国民健康保険事業状況報告書（事業年報）Ｂ表 

【受理年月日】 平成２０年３月３１日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０１４ 受理番号（旧）２０６１１８ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）保険者（市区町村，国民健康保険組合） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，９６９ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン 

（記入）自計 （把握時）年末 （系統）厚生労働省→都道府県→保険者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月３１日 

【調査事項】 １．収支状況及び資産・負債等の状況，保険料収納状況，保険給付等支払状況，２．保険料（医

療給付費分）賦課徴収状況，３．保険料（後期高齢者支援金分）賦課徴収状況，４．保険料（介護

納付均分）賦課徴収状況 

※ 
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【調査票名】 ７－国民健康保険事業状況報告書（事業年報）Ｃ表 

【受理年月日】 平成２０年３月３１日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０１４ 受理番号（旧）２６１１８ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）保険者（市区町村，国民健康保険組合） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，９６９ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン 

（記入）自計 （系統）厚生労働省→都道府県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月３１日 

【調査事項】 １．医療給付の状況（全体，前期高齢者，７０歳以上一般，７０歳以上現役並み所得者，未就学

児別の件数，費用額等），２．高額療養費の状況（１．と同様の内訳別件数，高額療養費等），高

額介護合算療養費の状態（件数，給付額），出産育児・葬祭等その他の保険給付等，３．療養の給

付等内訳（１．と同様の内訳別件数，日数，費用額等） 

※ 

【調査票名】 ８－国民健康保険退職者医療事業状況報告書（退職者医療事業年報）Ｅ表 

【受理年月日】 平成２０年３月３１日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０１４ 受理番号（旧）２０６１１８ 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）保険者（市区町村，国民健康保険組合） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，９６９ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン 

（記入）自計 （把握時）年末 （系統）厚生労働省→都道府県→保険者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月３１日 

【調査事項】 １．世帯数（単独・混合），退職被保険者等数（退職被保険者，被扶養者），収入・支出状況，

保険料収納状況，医療給付支払状況，２．保険料（医療給付費分）賦課徴収状況，３．保険料（後

期高齢者支援金分）賦課徴収状況 

※ 

【調査票名】 ９－国民健康保険退職者医療事業状況報告書（退職者医療事業年報）Ｆ表 

【受理年月日】 平成２０年３月３１日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０１４ 受理番号（旧）２０６１１８ 
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【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）保険者（市区町村，国民健康保険組合） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，９６９ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン 

（記入）自計 （把握時）年末 （系統）厚生労働省→都道府県→保険者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月３１日 

【調査事項】 １．医療給付の状況（全体，未就学児別の件数費用額等），高額療養費の状況（総数，未就学児

別の件数，高額療養費等）等，２．療養の給付等内訳（全体，未就学児別の件数，日数，費用額

等） 
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【調査名】 石川県労働力調査 

【実施機関】 石川県県民文化局県民交流課統計情報室 

【目 的】 石川県独自の労働力調査と総務省が実施する労働力調査により，県民の就業・不就業の状態を明らか

にし，雇用施策の基礎資料とする。 

【調査の構成】 １－労働力調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計（機械集計） （公表）半年ごとに速報，年ごとに詳細集計を集計・公表 

（表章）都道府県 

【経 費】 ９，３７６千円 

※ 

【調査票名】 １－労働力調査票 

【受理年月日】 平成２０年３月３１日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０１５ 受理番号（旧）２０６０６７ 

【調査対象】 （地域）石川県 （単位）世帯 （属性）平成１７年国勢調査の約８６００調査区から毎月約２

４調査区を選定して実施 （抽出枠）平成１７年国勢調査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３６０／母４２５，０００ （配布）調査員 （取集）調査員 

（記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）石川県→調査員→調査世帯 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）各月提出 

【調査事項】 １．世帯全員の数，２．男女別・出生年月，３．月末１週間に仕事をしましたか，４．仕事を探

していた人が記入する欄（希望する仕事の形態，仕事を探し始めた理由，仕事を探し始めてからの

期間，仕事につけない理由），５．仕事をしていた人が記入する欄（従業上の地位，事業の種類） 
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【調査名】 鳥取県鉱工業生産動態調査 

【実施機関】 鳥取県企画部統計課 

【目 的】 鳥取県における鉱工業生産，出荷及び在庫の動態を把握し，もって県内の鉱工業生産，出荷及び在庫

に関する基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－鳥取県鉱工業生産動態調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計（機械集計） （公表）「鳥取県鉱工業指数月報」（翌々月２０日頃）「鳥取

県鉱工業指数年報」（翌年１０月頃） （表章）都道府県 

【経 費】 ２，０１０千円 

※ 

【調査票名】 １－鳥取県鉱工業生産動態調査票 

【受理年月日】 平成２０年３月３１日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０１６ 受理番号（旧）２０６１２４ 

【調査対象】 （地域）鳥取県全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類による大分類Ｃ鉱業，砕石

業，砂利採取業又は大分類Ｅ製造業に属する事業所のうち知事が指定するもの （抽出枠）工業統

計調査名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）９３／母１，７４３ （配布）郵送・調査員・オンライン （取

集）郵送・調査員・オンライン （記入）自計 （把握時）月末時点 （系統）鳥取県→調査員→

報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月１０日 

【調査事項】 １．事業所の名称，２．事業所の所在地等，３．一か月間の生産・出荷・在庫数量（１）品目，

（２）単位，（３）生産数量，（４）出荷数量，（５）在庫数量等， 
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（３） 中 止 

【調査名】 身体障害児・者福祉施策基礎調査 

【実施機関】 滋賀県健康福祉部障害福祉課 

【目 的】 滋賀県における身体障害者（身体障害児を含む。）の生活状態及び福祉施策に対する具体的な要望事

項を的確に把握し，今後の滋賀県における身体障害者に対する福祉施策を推進するための基礎資料を得

る。 

【調査の構成】 １－身体障害児・者福祉施策基礎調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計（民間委託・機械集計） （公表）「調査結果報告書」 （表章）都道府県 

【経 費】 ４，３１８千円 

【備 考】 中止の理由：身体障害者（身体障害児）に対する調査を行っていたが，三障害の一体的な調査が必要

となるため，５年ごとにおこなっていた当調査は廃止する。 

※ 

【調査票名】 １－身体障害児・者福祉施策基礎調査票 

【受理年月日】 平成２０年３月１３日 

【受理番号】 受理番号（新）３０８００１ 受理番号（旧）２０３１１９ 

【調査対象】 （地域）滋賀県全域 （単位）個人 （属性）身体障害者福祉法（昭和２４年１２月２６日法律

第２３８号）に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者 （抽出枠）身体障害者手帳交付状況

台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，４００／母４４，０００ （配布）調査員 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）滋賀県→（財）滋賀県身体障害者福祉協会→調査

員（身体障害者相談員・施設長）→報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成１６年２月１日～２月２９日 

【調査事項】 １．自身と家族について，２．就労や収入，３．介助，４．在宅福祉サービスの利用，５．施設

などの利用，６．住まいについて，７．補装具の所有等，８．日常生活用具の所有等，９．日頃の

生活，１０．ＩＴ（情報通信技術）の利用，１１．行政サービス 等 
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５ 参   考 



承認統計調査の実施機関別・年次別承認件数（報告様式単位）(1)

昭和 平成

41～ 46～ 51～ 56～ 61～ ３～ ８～ 合　計

45年 50年 55年 60年 H2年 ７年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年

(4) (4) (4) (4) (16)

83 59 81 67 58 71 97 18 25 35 11 4 6 8 623

(3) (1) (4)

22 18 10 5 5 5 6 5 3 6 3 6 2 1 97

(3) (4) (4) (5) (4) (20)

105 77 91 72 63 76 103 23 28 41 14 10 8 9 720

(1) (1) (2)

26 33 43 77 68 73 112 8 12 8 3 10 6 22 501

(1) (1)

8 7 31 52 55 110 162 35 33 30 14 23 15 26 601

(1) (1) (1) (3)

34 40 74 129 123 183 274 43 45 38 17 33 21 48 1102

2 2 0 0 0 1 1 6

(11) (3) (1)  (4) (4) (5) (4) (32)

22 10 16 13 14 35 40 11 8 6 2 3 9 4 193

(1) (1)

1 1 2 1 5

(11) (3) (2) (4) (4) (5) (4) (33)

23 11 18 13 15 35 40 11 8 6 2 3 9 4 198

(1) (1) (1) (1) (1) (5)

102 106 101 108 142 139 184 6 23 7 6 14 14 9 961

308 298 312 278 193 216 241 51 41 44 44 50 39 39 2154

5 2 7 10 3 3 1 1 1 1 34

3 2 10 2 2 2 2 4 27

(2) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (13)

380 355 321 358 299 355 321 82 70 41 66 90 46 58 2842

(2) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (13)

688 661 635 643 502 576 575 136 114 87 113 141 89 97 5057

(注)１．この表は、統計報告調整法により承認された統計報告を、調査票の様式単位で示したものである。

２．上段（　）は、他府省との共管調査で、その数は外数である。

年（月）

実施機関名

文 部 科 学 省

内
　
閣
　
府

総
　
務
　
省

経 済 社 会
総 合 研 究 所

そ の 他

小 計

統 計 局

そ の 他

小 計

本 省

法 務 省

財
　
務
　
省

国 税 庁

小 計

小 計

厚
　
生
　
労
　
働
　
省

大 臣 官 房
統 計 情 報 部

社 会 保 険 庁

中 央 労 働
委 員 会

そ の 他
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承認統計調査の実施機関別・年次別承認件数（報告様式単位）(2)

昭和 平成

41～ 46～ 51～ 56～ 61～ ３～ ８～ 合　計

45年 50年 55年 60年 H2年 ７年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年

(3) (3)

384 425 435 374 379 330 290 56 90 53 37 56 70 25 3004

(2) (2) (1) (5)

102 71 77 72 54 79 86 24 17 17 29 6 17 15 666

82 49 25 18 14 7 2 2 2 3 3 4 211

3 4 3 5 5 6 2 1 1 1 1 2 34

(15) (21) (10) (20) (20) (4) (17) (2) (2) (2) (1) (2) (116)

143 182 226 154 80 91 85 32 25 24 13 17 14 43 1129

(15) (24) (10) (20) (20) (4) (17) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (124)

711 730 767 621 532 512 469 116 135 95 82 80 105 89 5044

(2) (6) (2) (2) (1) (1) (14)

209 157 128 119 106 67 101 24 5 26 2 27 24 25 1020

11 1 7 11 27 4 10 71

(1) (3) (4) (2) (1) (11)

61 56 90 63 103 73 73 11 9 15 11 3 3 3 574

(17) (18) (23) (35) (32) (17) (28) (3) (12) (3) (12) (3) (4) (3) (210)

309 249 272 212 186 166 170 21 9 13 14 9 15 16 1661

(18) (20) (32) (41) (36) (18) (29) (3) (12) (4) (12) (3) (4) (3) (235)

579 462 490 394 395 306 344 67 24 61 38 66 46 54 3326

(30) (49) (22) (27) (9) (18) (1) (1) (157)

126 202 176 175 218 215 244 45 55 30 11 38 43 12 1590

(19) (35) (62) (25) (26) (23) (15) (1) (2) (208)

223 243 179 172 124 131 101 20 15 34 28 54 15 36 1375

(19) (65) (111) (47) (53) (32) (33) (1) (1) (1) (2) (365)

349 445 355 347 342 346 345 65 70 64 39 92 58 48 2965

(4) (12) (14) (11) (11) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (68)

2 1 4 11 1 1 1 2 2 25

65 116 168 122 122 65 93 6 16 10 26 16 24 16 865

30 52 84 61 61 29 49 3 8 5 13 8 9 8 420

2591 2532 2533 2328 2118 2173 2345 469 449 400 312 440 353 361 19404

2621 2584 2617 2389 2179 2202 2394 472 457 405 325 448 362 369 19824

年（月）

実施機関名

農
　
林
　
水
　
産
　
省

大 臣 官 房
統 計 部

総 合 食 料 局
（旧食糧庁）

林 野 庁

水 産 庁

そ の 他

小 計

経
　
済
　
産
　
業
　
省

経済産業政策局
調 査 統 計 部

資 源
エネルギー庁

中 小 企 業 庁

そ の 他

小 計

国
土
交
通
省

総 合 政 策 局
情 報 管 理 部

そ の 他

小 計

環 境 省

合
　
計

共
管
調
査

延 件 数

実 数
(1)

単 独 調 査
(2)

総 承 認 件 数

(1)＋(2)
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年（月） 備　考

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

(4)

3 1 1

1 1

(4)

3 1 1 1 1

6 8 1 3 2 8

7 3 7 1 8 4

6 7 11 1 7 4 10 12

(4)

1 1

(4)

1 1

(1)

7 (1) 1 8

2 9 16 2 3 2 1 4 1 5 2

(1)

5 8 16 9 13 9 2 18

(1)

7 9 24 18 12 15 1 4 10 7 20

(注) １．この表は、統計報告調整法により、承認された統計報告を調査票の様式単位で示したものである。

　　　２．上段（　）は、他府省との共管調査で、その数は外数である。

３．農林水産省大臣官房統計部の平成15年６月までの欄は、旧農林水産省大臣官房統計情報部実

　施のものである。

４．従来総務省の内訳としていた公正取引委員会実施分は、平成15年4月以降は内閣府のその他の

　欄に計上している。

平成19年

承認統計調査の実施機関別・月次別承認件数（報告様式単位）(1)

財
　
務
　
省

厚
　
生
　
労
　
働
　
省

実施機関名

経 済 社 会
総 合 研 究 所内

　
閣
　
府

総
　
務
　
省

そ の 他

法 務 省

文 部 科 学 省

小 計

統 計 局

そ の 他

小 計

本 省

国 税 庁

小 計

小 計

大 臣 官 房
統 計 情 報 部

社 会 保 険 庁

中 央 労 働
委 員 会

そ の 他

平成20年
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承認統計調査の実施機関別・月次別承認件数（報告様式単位）(2)

備　考

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

24 4

11

2 2

1 1

(2)

2 2 7 5 8 8 7 3

(2)

39 1 2 7 5 8 8 3 7 7

1 1 1 1 19

8 1

2 1

(2) (1)

4 1 2 1 2 8

(2) (1)

1 5 2 1 3 3 21 8 8 1

1 1 2 4 2

2 3 10 2 5 2 2 1 2

3 1 5 10 2 5 2 2 5 4

(1)

2

8 4 2 2

4 2 1 1

59 18 45 31 31 23 19 22 34 34 27 49

63 20 45 31 32 23 20 22 34 34 27 49

平成19年年（月）

実施機関名

農
　
林
　
水
　
産
　
省

大 臣 官 房
統 計 部

総 合 食 料 局

林 野 庁

水 産 庁

そ の 他

小 計

経
　
済
　
産
　
業
　
省

経済産業政策局
調 査 統 計 部

資 源
エネルギー庁

中 小 企 業 庁

そ の 他

小 計

国
土
交
通
省

総 合 政 策 局
情 報 管 理 部

そ の 他

小 計

平成20年

環 境 省

合
　
　
計

共
管
調
査

延 件 数

実 数
(1)

単 独 調 査
(2)

総 承 認 件 数

(1)＋(2)
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届出統計調査の実施機関別・年次別受理件数

昭和 平成

41～ 46～ 51～ 56～ 61～ ３～ ８～ 合　計

45年 50年 55年 60年 ２年 ７年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年

新 規 58 54 43 39 32 27 11 5 8 8 4 4 8 6 307

変 更 69 72 99 108 88 79 103 15 23 29 15 30 30 19 779

中 止 6 3 7 11 9 1 2 1 1 5 5 3 54

新 規 358 282 367 354 355 389 386 75 63 67 72 80 63 64 2975

変 更 329 299 199 140 177 210 218 88 29 74 62 54 87 35 2001

中 止 4 4 8 2 15 16 39 10 4 4 7 4 24 6 147

新 規 105 82 85 124 139 127 130 26 28 240 371 30 38 39 1564

変 更 131 65 55 49 61 114 93 24 24 16 12 14 15 10 683

中 止 1 1 5 2 12 1 3 2 1 0 28

新 規 2 6 2 1 0 11

変 更 10 9 10 16 16 9 5 2 2 1 1 3 84

中 止 2 3 1 1 2 1 1 0 11

新 規 523 424 495 517 528 543 528 106 99 315 447 114 109 109 4857

変 更 539 445 363 313 342 412 419 127 78 121 90 98 133 67 3547

中 止 13 4 14 11 31 19 62 12 10 6 10 10 29 9 240

年（月）

実施機関名

国

合
　
計

日
　
銀
　
等

市

都
道
府
県
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届出統計調査の実施機関別・月次別受理件数

備　考

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

新 規 1 2 1 1 1 2

国 変 更 1 1 2 1 3 2 1 2 1

中 止

新 規 4 4 4 7 11 12 6 4 2 3 3

変 更 1 4 5 5 3 7 3 1 2 6

中 止 1 1 1 1

新 規 4 6 13 5 4 1 1 1

市 変 更 1 2 1 1 4 1 2

中 止

新 規

変 更 1

中 止

新 規 5 6 9 7 17 26 11 8 3 4 2 5

変 更 1 1 6 8 7 4 8 7 7 4 4 7

中 止 1 1 1 1

年（月）

実施機関名

平成20年

合
　
計

都
道
府
県

日
　
銀
　
等

平成19年
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